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一
、
政
府
指
定
預
金
の
背
景

二
、
政
府
指
定
預
金
の
預
託
状
況

A

政
府
指
定
預
金
の
預
入
劃
扮
状
況

ハ
門
昭
和
二
十
一
一一
l
二
十
四
年
度

ω
附
和
二
十
五
年
度

回
附
和
二
十
六
年
度

岡
昭
和
二
十
七
年
度

B

預
金
部
資
金
の
市
中
預
託
状
況

ハ
門
市
中
金
融
緩
和
の
た
め
の
預
ケ
金

ω
公
間
関
係
金
融
疏
通
の
た
め
の
特
定
預
託

し

ヨ守、.

=一
、
政
府
指
定
預
金
の
効
果

付
日
銀
借
入
金
返
済
の
た
め
の
預
託

口
政
府
短
則
証
券
消
化
の
た
め
の
預
託

同
一
般
金
融
梗
塞
打
開
の
た
め
の
預
託

同
中
小
企
業
金
融
円
滑
化
の
た
め
の
預
託

同
財
政
資
金
支
出
上
の
繋
ぎ
賠
償
と
し
て
の
預
託

制
特
定
金
融
疏
通
の
た
め
の
預
託

す

む

び

は

し

が

き

国
庫
金
が
財
政
収
支
の
波
動
に
応
じ
て
季
節
的
に
増
減
す
る
こ
と
は
財
政
収
支
の
性
質
上
半

五
O
八

ば
必
然
的
な
現
象
で
あ
る
が
、
通
常
の
財
政
状
態
に
於
て
は
、
財
政
が
文
出
超
過
の
過
程
に
あ

る
と
会
は
政
府
短
期
証
券
を
発
行
し
て
金
融
市
場
の
資
金
を
吸
収
し
、
逆
に
収
入
超
過
の
過
程

に
入
る
と
き
は
さ
き
に
発
行
し
た
短
期
証
券
を
償
還
し
て
行
〈
の
が
通
例
と
見
ら
れ
る
。
国
防
伴

金
が
時
に
そ
の
強
高
を
唱
し
て
、
国
庫
が
通
常
必
要
と
す
る
運
転
資
金
量
を
越
す
如
会
場
合
が

あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
む
し
ろ
一
時
的
な
現
象
に
過
ぎ
ず
、
一
方
こ
れ
に
見
合
っ
て
金
融
市
場
で

は
中
央
銀
行
の
信
用
操
作
が
行
わ
れ
、
か
く
し
て
財
政
と
金
融
と
の
聞
に
所
要
の
調
節
が
施
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
。

我
国
財
政
の
過
去
の
推
移
を
見
て
も
概
ね
右
の
如
き
関
係
が
窺
わ
れ
、
財
政
資
金
を
指
定
預

金
と
し
て
改
め
て
市
中
に
還
元
す
る
如
含
措
置
は
こ
れ
を
必
要
と
す
る
背
景
も
な
〈
、
又
実
際

の
事
例
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

(
駐
〉
政
府
指
定
預
金
制
度
は
大
正
十
一
年
四
月
の
会
計
法
改
正
以
来
災
施
さ
れ
て
い
る

が
、
戦
前
の
指
定
預
金
は
在
外
桁
定
預
金
に
せ
よ
内
地
指
定
預
金
に
せ
よ
、
前
者
は
中

火
銀
行
の
正
貨
準
備
充
実
の
た
め
の
措
置
で
あ
り
後
者
は
主
と
し
て
支
那
に
対
す
る
政

府
の
投
資
政
策
実
施
の
た
め
朝
鮮
銀
行
、
横
浜
正
金
銀
行
を
経
由
し
て
行
わ
れ
た
措
置

で
あ
っ
て
、
財
政
資
金
過
大
保
有
分
を
金
融
市
場
え
還
元
す
る
措
慣
と
し
て
指
定
預
金

が
行
わ
れ
た
事
例
は
な
か
っ
た
。
尤
も
預
金
部
資
金
に
つ
い
て
は
指
定
預
金
に
類
す
る

如
き
短
期
運
用
の
事
例
が
認
め
ら
れ
る
が
固
有
の
財
政
資
金
で
は
現
在
の
如
き
指
定
預

託
の
例
は
存
し
な
か
っ
た
。

然
し
附
和
二
十
四
年
以
降
の
財
政
事
情
、
及
び
こ
れ
に
伴
う
国
庫
金
の
状
況
は
右
に
述
べ
た

如
言
状
態
と
は
著
し
〈
そ
の
様
相
を
異
に
し
て
い
る
。
=
十
四
年
度
以
降
に
於
て
も
財
政
収
支

の
季
節
的
変
動
は
顕
著
で
あ
る
が
、
後
に
詳
細
に
記
す
如
〈
、
支
出
超
過
が
甚
だ
し
く
な
る
第

=
了
間
半
川
に
於
て
も
国
障
は
梱
当
多
額
の
余
裕
金
を
擁
し
、

一
般
に
年
度
聞
を
通
じ
て
収
支

上
必
要
と
す
る
迎
転
資
金
盈
を
治
か
に
上
廻
る
資
金
を
保
有
す
る
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
図
附

が
か
か
る
余
裕
を
保
ち
つ
づ
け
る
状
態
と
な
っ
た
の
は
、
単
な
る
季
節
的
収
支
の
不
均
術
を
越

え
て
予
算
の
実
施
自
体
か
ら
剰
余
が
県
柏
制
し
た
結
果
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
政
府
指

定
預
金
が
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
背
景
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。

政
府
指
定
預
金
は
終
戦
後
の
経
過
に
お
い
て
、
預
託
の
方
針
或
い
は
預
託
の
背
娯
等
に
若
干

の
変
貌
が
認
め
ら
れ
る
が
、
と
も
角
今
日
で
は
、
そ
の
金
額
の
大
い
さ
、
期
間
金
利
等
の
条



件
、
或
い
は
使
途
の
多
様
性
等
に
於
い
て
財
政
と
金
融
と
の
閣
に
特
異
な

一
環
と
し
て
入
り
込

ん
で
来
て
い
る
点
を
否
定
出
来
な
い
。

右
に
鑑
み
以
下
に
於
て
先
ず
政
府
指
定
預
金
の
背
景
を
分
析
し
、
次
に
預
託
引
揚
の
推
移
を

た
ず
ね
、
更
に
そ
の
効
果
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
な
お
預
金
部
資
金
の
市
中
預
託
措
置

に
つ
い
て
も
、
そ
の
性
質
が
類
似
し
て
い
る
点
か
ら
こ
れ
を
含
め
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
。

一、

政
府
指
定
預
金
の
背
景

政
府
指
定
預
金
は
国
庫
金
の
余
裕
を
そ
の
背
景
と
し
て
い
る
関
係
か
ら
、
先
ず
財
政
収
文
の

基
調
と
国
陣
金
の
推
移
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
国
庫
金
の
動
き
を
指
定

預
金
の
発
足
を
見
た
昭
和
二
十
三
年
度
第
四

・
四
半
期
以
降
、

四
半
期
毎
に
示
せ
ば
第

一
表
の

如
〈
守
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
み
る
と
三
十
三
年
度
第
四

・
四
半
期
以
降
の
政
府
預
金
残
高
の

動
き
は
そ
の
間
特
殊
な
事
情
も
絡
ま
っ
て
は
い
る
も
の
の
概
し
て
第
四

・
四
半
期
に
大
幅
に
増

加
し
、
第
一

、
第
二
の
各
四
半
期
に
若
干
減
少
し
第
一二
・
四
半
期
に
至
っ
て
著
し
く
減
少
し
て

い
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
更
に
そ
の
増
減
要
因
を
対
民
間
、
対
日
銀
に
分
っ
て
み
る
と
、
両
者

の
増
減
は
大
体
に
於
い
て
相
反
し
た
動
会
を
と
っ
て
い
る
点
が
見
受
け
ら
れ
る
。
而
し
て
夫
々

の
増
減
内
容
に
粕
々
立
入
っ
て
観
察
す
る
と
、
国
庫
金
の
対
日
銀
増
減
は
主
と
し
て
、
日
銀
借

銀入
外金
国 の
為 1普
替加
貸或
付い
の は
おi減
規 1t~

持政
及庖
び瓶

期
返 証
請
に埜
伴三五
λ フC
J 行
投或
J.":( ¥，、

7乙は
貿償
代還
りに
円よ
貨る
の代
受り
払金
、の

並受
び 払
に 、

日 EI

銀
|
外
国
為
替
資
金
聞
の
ス
ワ
ッ
プ
取
引
に
よ
る
代
り
円
貨
の
受
払
、
更
に
最
近
で
は
、
防
衛

関
係
費
の
合
同
支
出
官
勘
定
(
在
日
銀
)
へ
の
振
込
等
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
対
民
間
増
減
は
右

の
対
日
銀
以
外
の
国
陣
金
の
動
き
が
と
り
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
租
税
の
収
納
、
諸
支
出

の
支
払
等
予
算
の
実
施
に
伴
う
雑
多
な
内
容
を
持
っ
て
い
る
。
而
し
て
か
く
の
如
き
、

一試
わ
ば

生
の
ま
ま
の
国
庫
金
の
対
民
間
増
減
に
は
財
政
収
支
の
動
含
を
見
る
灘
々
の
角
度
に
応
じ
て
所

要
の
調
整
を
加
え
る
必
要
が
認
め
ら
れ
る
。
特
に
政
府
会
計
の
機
構
上
、

一
方
的
な
収
支
超
過

と
な
っ
て
現
れ
る
分
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
調
整
し
て
始
め
て
財
政
の
対
民
間
収
支
の
実
質
的
な

基
調
を
み
る
こ
と
が
出
来
る
。
調
整
項
目
の
内
主
要
な
も
の
は
短
期
証
券
償
、選
分
及
び
オ
ー
プ

ン
勘
定
返
済
分
で
あ
る
が
、
前
者
は
政
府
短
期
証
券
が
現
在
全
て
日
銀
に
よ
り
引
受
け
ら
れ
、

指

定

預

金

制

度

の

検

討

爾
後
日
銀
の
手
を
通
じ
て
外
部
に
売
捌
か
れ
償
還
時
に
至
っ
て
民
間
保
有
分
は
国
庫
よ
り
直
接

償
還
さ
れ
る
と
と
と
な
る
関
係
上
発
行
消
化
の
段
階
を
通
ず
る
民
間
資
金
の
国
庫
へ
の
吸
上
は

対
民
間
収
入
に
現
れ
る
こ
と
な
〈
、
償
還
の
み
が

一
方
的
に
対
民
間
支
出
に
現
れ
る
点
を
調
整

し
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
オ
ー
プ
ン
勘
定
輸
入
に
対
す
る
日
銀
外
国
為
替
貸
付
に
際
し
て
船

積
書
類
到
着
時
に
日
銀
が
為
替
銀
行
よ
り
の
予
約
譲
受
に
よ
っ
て
外
国
為
替
資
金
に
円
納
付
を

行
い
後
日
ユ
ー
ザ
ン
ス
期
限
後
に
為
替
銀
行
は
日
銀
に
円
貨
を
以
て
借
入
金
を
返
済
す
る
関
係

か
ら
、
オ
ー
プ
ン
勘
定
に
よ
る
輸
出
が
外
国
為
替
資
金
の
対
民
間
支
出
と
な
る
に
反
し
、
輸
入

は
日
銀
経
由
の
取
引
に
没
入
し
て
国
障
の
受
に
現
れ
な
い
関
係
を
調
整
し
た
も
の
で
あ
る
。
右

の
外
に
も
若
干
の
調
整
要
因
が
数
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
に
よ
り
調
整
を
加
え
た
後
の
対
民
間

財
政
収
支
を
み
る
と
第
二
表
下
段
に
示
す
如
〈
、
財
政
収
支
の
季
節
的
偏
僚
は
一
層
明
瞭
に
看

取
さ
れ
る
。
か
く
し
て
第
一
表
、
第
二
表
を
通
じ
て
、

一
応
指
定
預
金
の
背
景
と
な
る
国
庫
金

の
動
ぎ
を
明
か
に
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
然
し
右
に
述
べ
た
国
庫
金
の
勤
き
は
一
般
会
計
、
特

別
会
計
及
び
資
金
運
用
部
資
金
の
受
払
を
含
ん
で
い
る
関
係
か
ら
か
か
る
余
裕
金
が
常
続
的
に

滞
留
す
る
に
至
っ
た
経
線
を
解
す
る
に
は
な
お
こ
れ
だ
け
で
は
著
し
く
不
充
分
と
云
わ
な
〈
て

斗
ふ
工
、
つ
工
、

o

p
t
チ
I
作
uv
，φ
J
h
v

特
に
指
定
預
金
は
政
府
預
金
の
う
ち

一
般
部
の
当
座
預
金
中
か
ら
大
蔵
大
臣
の
指
示
に
よ
り

預
託
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
指
定
預
金
の
背
景
と
し
て
の
国
庫
金
の
動
き
に
つ
い
て
は
国
庫

金
全
体
と
し
て
の
勤
き
に
止
ま
ら
ず
そ
の
内
訳
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

現
在
日
本
銀
行
に
預
託
さ
れ
て
い
る
政
府
預
金
は
当
座
預
金
、
援
助
資
金
預
金
、
指
定
預
金

及
び
別
口
預
金
、
小
額
紙
幣
引
換
準
備
金
の
五
種
類
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
右
の
中
別
口
預
金

及
び
小
額
紙
幣
引
換
準
備
金
は
特
殊
の
勘
定
で
あ
り
残
高
も
小
額
で
あ
る
か
ら
こ
こ
に
問
題
と

す
る
に
は
足
り
な
い
。
援
助
資
金
預
金
は
云
う
迄
も
な
く
、
米
国
対
日
援
助
見
返
資
金
に
属
す

る
現
金
を
経
理
す
る
も
の
で
あ
る
。
当
座
預
金
は
更
に
一
般
部
及
び
資
金
運
阿
部
の
各
別
に
整

理
さ
れ
て
い
る
が
、
後
者
は
資
金
運
用
部
資
金
及
び
同
特
別
会
計
預
託
金
を
経
理
す
る
も
の
で

あ
り
、
前
者
即
ち

一
般
部
当
座
預
金
が
一
般
会
計
を
始
め
、
見
返
資
金
、
資
金
運
用
部
両
特
別

会
計
を
除
〈
他
の
特
別
会
計
、
そ
の
他
、
各
公
社
等
の
現
金
を
経
理
す
る
勘
定
と
な
っ
て
い

五
O
九



主A
品開

説
(
そ
の

政

、J

財

る
。
而
し
て
前
述
の
如
く
、
指
定
預
金
は

一
般
部
の
当
座
預
金
の
う
ち
か
ら
大
蔵
大
臣
の
指
示

に
よ
り
別
除
さ
れ
て
市
中
預
託
さ
れ
、
引
揚
に
際
し
て
は
代
り
金
が
再
び

一
般
部
の
当
座
預
金

に
組
み
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
以
上
に
述
べ
た
国
庫
金
主
要
勘
定
の
動
き
を

一
表
に
し
て

示
せ
ば
第
三
表
の
通
り
で
あ
る
。

さ
て
指
定
預
金
の
背
景
と
な
る
国
庫
金
の
勤
き
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
よ
り
一
般
部
当
座
預

金
の
動
き
を
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
一
一
般
・
部
当
臨
預
金
は
一
般
会
計
の
収
支
を
根
幹
と

し
て
い
る
関
係
上
、
一
般
会
計
の
動
彦
特
に
そ
の
剰
余
金
の
発
生
状
況
を
み
る
こ
と
が
大
切
で

あ
る
。
そ
の
動
き
を
昭
和
初
年
に
遡
っ
て
み
れ
ば
第
四
表
に
掲
げ
る
如
〈
で
あ
る
。

第
四
表
中
歳
計
剰
余
金
と
は
歳
入
歳
川
の
単
純
な
差
引
歳
入
超
過
額
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

純
剰
余
金
と
は
成
計
剰
余
金
か
ら
翌
年
出
へ
繰
越
し
た
支
払
財
源
を
除
い
た
剰
余
金
で
あ
り
、

新
規
剰
余
金
と
は
純
剰
余
金
か
ら
吏
に
前
年
度
か
ら
の
剰
余
金
持
越
額
を
差
引
い
た
剰
余
金
で

あ
る
。
剰
余
金
の
算
定
の
基
準
は
凡
そ
右
の
如
〈
で
あ
る
が
、
第
四
裁
に
よ
っ
て
そ
の
動
き
を

み
る
と
二
十
三
年
度
以
降
の
剰
余
金
発
生
状
況
は
濯
に
顕
著
な
も
の
が
あ
り
、
過
去
の
財
政
収

支
と
比
較
し
て
み
て
も
、
そ
の
間
物
価
水
準
が
上
昇
し
て
い
る
点
、
公
債
発
行
代
り
金
が
歳
入

に
入
れ
ら
れ
た
時
則
等
夫
々
無
視
し
得
な
い
事
情
が
あ
る
が
こ
れ
ら
を
考
隠
し
て
も
な
お
著
し

い
余
裕
の
累
積
ぶ
り
を
看
取
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
而
し
て
か
〈
の
如
き
剰
余
金
が
如
何
に
し

て
発
生
し
た
か
に
つ
い
て
み
る
と
、
第
五
表
に
見
ら
れ
る
如
く
、
要
約
し
て
云
え
ば
歳
入
に
於

て
は
予
算
額
以
上
の
笑
収
が
上
が
っ
た
の
に
対
し
、
歳
出
の
面
で
は
実
際
の
支
払
が
予
算
額
に

及
ば
な
か
っ
た
関
係
に
よ
る
も
の
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
。
と
の
点
を
第
五
袋
に
従
っ
て
和
々

詳
細
に
見
れ
ば
、
予
算
面
で
は
蔵
人
歳
出
と
も
同
紙
が
計
上
さ
れ
る
が
、
そ
の
額
と
決
算
額
と

を
単
純
に
比
較
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
く
、
決
部
制
酬
と
対
比
す
べ
き
予
算
金
額
は
、
前
年
度
予
算

の
締
越
制
等
を
剥
盤
し
て
算
出
す
る
必
袈
が
あ
り
、
吏
に
亦
決
算
額
と
の
差
引
額
も
翌
年
度
へ

の
繰
越
支
山
を
控
除
し
な
け
れ
ば
、
予
算
決
訴
の
ネ
ッ
ト
の
関
係
を
明
に
す
る
こ
と
は
出
来
な

ぃ
。
右
の
制
整
を
施
し
た
歳
入
歳
出
火
々
の
而
の
予
都
決
掠
の
差
額
は
錦
五
表
最
下
段
に
示
す

如
く
で
あ
っ
て
、
特
に
歳
入
に
つ
い
て
は
和
税
収
入
が
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
進
行
、
朝
餅
動

乱
の
影
響
、
予
算
額
見
和
り
自
体
の
過
少
等
に
よ
っ
て
予
算
額
よ
り
も
若
し
〈
伸
張
し
た
点
が

五
一

O

顕
著
で
あ
り
、
歳
出
に
つ
い
て
は
終
戦
処
理
費
、
価
格
調
整
費
等
の
支
払
が
予
算
計
上
額
よ
り

も
内
輪
で
済
ん
だ
点
、
並
び
に
最
近
で
は
所
調
講
和
関
係
費
の
中
に
当
該
年
度
に
お
い
て
歳
出

実
行
を
見
な
い
で
繰
越
さ
れ
た
も
の
が
多
い
点
な
ど
が
顕
著
で
あ
る
。
而
し
て
か
か
る
剰
余
金

が
国
庫
の
余
裕
を
鷲
ら
し
た
事
情
を
更
に
究
明
す
る
た
め
に
次
に
二
十
三
年
度
以
降
の
新
規
剰

余
金
の
使
用
状
況
を
み
る
と
、

二
十
三
年
度

剰

余

金

二
十
四
年
度

補
正
予
算
財
源

ニ
O
、
六
五
一
百
万
円

円
一
、
三
O
一二
百
万
円

二
十
五
年
度

債
務
償
還
財
源

二
O
、
六
五
一
百
万
円

二
十
四
年
度

剰

余

金

二
十
六
年
度

木

予

算
財

源

一
九
、
五
五
回
宵
万
円

九
、
七
七
七
百
万
円

二
十
六
年
度

拙
刑
務
償
還
財
源

九
、
七
七
七
百
万
円

二
十
五
年
度

剰

余

金

二
十
七
年
度

本
予
算
財
源

一二一
、
四
一二
五
百
万
円

二
六
、
入
七
回
何
万
円

二
十
七
年
度

債
務
償
還
財
源

==、
四
=
一九
百
万
円

以
上
の
如
く
で
あ
り
、
又
二
十
六
年
度
に
つ
い
て
は
新
規
剰
余
金
は
概
算
四
五
二
億
円
に
上

り
、
そ
の
半
額
が
夫
々
二
十
八
年
度
の
本
予
算
財
源
泉
び
債
務
償
還
財
源
に
充
当
さ
れ
る
も
の

と
見
ら
れ
て
い
る
。

剰
余
金
の
使
用
状
況
は
財
政
法
の
規
定
に
従
い
、
・
右
の
如
〈
剰
余
金
の
発
生
後
翌
年
度
の
補

正
予
算
よ
り
翌
々
年
度
の
本
予
算
に
亘
り
そ
の
問
凡
そ
一
|
二
年
を
経
て
使
用
さ
れ
る
関
係
に

あ
る
為
、
剰
余
が
ω前
年
継
続
し
て
発
生
す
る
状
況
の
下
に
あ
っ
て
は
略
々
二
年
度
に
亙
る
余
裕

が
抑
留
す
る
こ
と
と
な
り
、
か
か
る
事
情
が
一
一
般
部
当
住
預
金
の
継
続
的
な
余
裕
の
主
た
る
根

源
合
な
し
て
い
る
も
の
と
踏
め
ら
れ
る。

放
に
指
定
預
金
の
臨
接
の
資
金
源
と
な
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
間
接
的
に
大
会
な
影

開
u
を
及
ぼ
す
も
の
と
し
て
見
返
資
金
及
び
資
金
運
用
部
資
金
の
椛
移
に
つ
い
て
触
れ
て
お
〈
必

袈
が
あ
る
。
見
返
資
金
及
び
資
金
起
用
部
資
金
の
推
移
は
犬
々
第
六
袋
、
筋
七
殺
に
掲
げ
る
如

〈
で
あ
っ
て
、

二
十
五
年
度
か
ら
二
十
六
年
度
へ
か
け
て
の
資
金
の
余
裕
は
漣
に
顕
著
な
も
の



が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
短
期
証
券
保
有
に
運
用
さ
れ
た
分
は
、
他
会
計
の
資
金
需
要
に
繰

廻
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
財
政
全
体
と
し
て
は
余
裕
金
と
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
日
銀
預
金

と
し
て
留
ま
っ
た
分
は
ネ
ッ
ト
の
余
裕
金
で
あ
り
、
か
か
る
、
ネ
ッ
ト
の
余
裕
の
み
で
最
高
時
に

は
両
会
計
合
せ
て

一、

0
0
0億
円
を
越
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
見
返
資
金
及
び
資
金
運
用
部

資
金
に
こ
の
よ
う
に
巨
額
の
余
裕
が
生
じ
た
の
は
、
前
者
に
つ
い
て
は
予
算
計
上
額
中
公
私
企

業
に
対
す
る
投
融
資
及
び
経
済
再
建
費
等
の
支
出
が
実
際
は
著
し
ぐ
予
算
額
を
下
廻
っ
て
保
留

さ
れ
た
関
係
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
に
つ
い
て
は
郵
便
貯
金
の
相
加
等
原
資
の
受
入
に
対

し
、
運
用
面
で
は
か
な
り
厳
格
に
限
定
さ
れ
て
吸
収
資
金
を
フ
ル
に
運
用
し
得
な
か
っ
た
関
係

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
国
庫
余
織
金
の
動
き
の
概
要
に
つ
い
て
触
れ
て
来
た
が
、
た
だ
こ
こ
に
留
意
す
べ
き
点

は
右
の
如
含
国
庫
金
の
余
裕
は
、
政
府
預
金
と
し
て
日
本
銀
行
に
預
入
さ
れ
た
韻
金
に
つ
い
て

そ
の
推
移
を
追
っ
て
来
た
の
で
あ
り
、
こ
の
間
日
銀
に
対
す
る
政
府
債
務
は
一
般
的
に
減
少
の

傾
向
に
あ
る
と
は
云
え
、
な
お
第
八
表
に
一
部
す
如
く
、
相
当
の
債
務
残
高
を
残
し
従
っ
て
日
銀

預
金
に
現
れ
た
資
金
の
余
裕
は
財
政
全
体
と
し
て
完
全
に
ネ
ッ
ト
の
余
裕
金
と
は
見
倣
し
難
い

点
で
あ
る
。
特
に
国
鉄
、
電
通
等
旧
特
別
会
計
へ
の
貸
付
を
主
と
す
る
長
期
貸
付
は
一
応
別
と

し
て
も
短
期
証
券
等
に
つ
い
て
は
国
陣
金
を
繰
替
使
用
す
る
余
地
が
な
お
残
さ
れ
て
居
り
、
又

外
国
為
替
資
金
で
は
借
入
限
度
の
関
係
か
ら
借
入
の
形
は
と
っ
て
い
な
い
が
対
日
銀
ス
ワ
ッ
プ

取
引
と
L
て
実
質
的
に
は
前
借
に
類
す
る
方
式
で
巨
額
の
資
金
調
達
を
行
っ
て
い
る
点
な
ど
何

れ
も
注
目
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

以
上
に
於
い
て
指
定
預
金
の
背
景
と
し
て
の
国
庫
金
の
動
き
、
特
に
そ
の
余
裕
の
発
生
累
積

の
内
容
を
跡
づ
け
て
来
た
が
、
然
ら
ば
か
か
る
財
政
収
支
の
基
調
が
金
融
面
に
如
何
な
る
影
響

を
麗
ら
し
た
か
、
と
の
点
が
指
定
預
金
の
他
の
背
景
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
而
し
て
こ
の
点
K

関
し
て
は
こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
国
体
余
裕
金
の
累
積
状
況
の
外
、
政
府
債
務
の
償
還
が
ご
十

四
年
度
以
降
巨
額
に
行
わ
れ
た
点
も
看
過
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
政
府
債
務
の
償
還
は
そ
の

一
部
は
直
接
市
中
銀
行
等
民
聞
に
向
っ
て
行
わ
れ
た
が
、
む
し
ろ
そ
の
半
ば
以
上
が
日
銀
に
向

っ
て
行
わ
れ
た
。
金
融
面
に
於
て
は
前
者
の
償
還
部
分
は
そ
の
大
部
分
が
桁
中
銀
行
を
通
じ
て

貸
出
に
適
用
さ
れ
た
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
日
銀
の
公
債
質
上
操
作
が
略
々
こ
れ
に
見
合
っ
て

行
わ
れ
、
右
操
作
を
経
由
し
て
市
中
貸
出
の
拡
張
に
向
け
ら
れ
た
。
か
く
し
て
所
謂
超
均
衡
予

指

定

預

金

制

度

の

検

討

算
に
基
い
て
行
わ
れ
た
資
金
の
政
府
え
の
吸
上
は
金
融
面
か
ら
カ
バ
ー
さ
れ
、
従
来
の
イ
ン
フ

レ
ー
シ

ョ
ン
的
な
方
法
に
代
っ
て
新
た
な
資
木
蓄
積
方
法
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、

こ
の

間
、
市
中
銀
行
、
日
銀
と
も
に
資
産
面
に
貸
出
の
占
め
る
比
重
が
著
増
し
高
率
適
用
貸
出
が
累

増
し
、
爾
後
の
金
融
操
作
の
余
地
が
狭
め
ら
れ
て
行
ぐ
こ
と
と
な
っ
た
点
は
杏
定
出
来
な
い
。

而
し
て
右
の
如
‘
ぎ
、
予
算
面
に
計
画
さ
れ
た
財
政
の
引
揚
超
過
が
行
わ
れ
て
い
る
の
と
並
行

し
て
、
更
に
亦
予
算
面
の
超
均
街
が
一
応
終
っ
た
後
に
於
て
も
、
既
述
の
如
ぐ
、
予
算
面
と
は

別
に
実
際
上
決
算
面
に
現
れ
る
財
政
の
引
揚
超
過
が
顕
著
と
な
り
、
金
融
面
で
は
こ
れ
に
よ
る

資
金
の
需
給
に
対
処
し
て
貸
出
を
増
加
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る

事
情
|
特
に
均
衡
予
算
下
に
於
け
る
趨
均
衡
財
政
の
累
年
の
継
続
が
金
融
面
に
於
い
て
は
所
謂

オ
ー
バ

ー
ロ
ー
ン
の
根
木
的
な
要
因
と
な
り
、
結
局
そ
れ
が
指
定
預
金
の
預
託
を
求
め
る
他
の

背
景
と
な
っ
て
行
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
こ
の
点
に
つ
い
て
は
更
に
次
項
に
指
定
預
金
預
入
引
揚

の
推
移
を
述
べ
る
際
と
れ
に
絡
ま
せ
て
触
れ
て
行
〈
こ
と
と
し
た
い
。

(
第
一
表
)

国

庫

金

増

滅

状

況

一
二
十
一一
一
年
度
第
四

・
悶

一
二
十
四
年
度
第
一
子

一

第

二

一

第
三

↑

第
四

一
二
十
五
年
度
第

一

一

第
ご

一

第
三

一

第
四

一
二
十
六
年
度
第

一

一

第

三

一

第一一一

一

第
四

一
二
十
七
年
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第
一
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て
政
府
が
か
か
る
余
裕
金
を
擁
す
る
反
而
金

融
の
側
に
於
て
は
若
し
い
逼
迫
を
鷲
ら
し、

日
本
銀
行
貸
出
は
こ
の
間

二
十
三
年
十
二
月
末

二
十
凶
年

一

月

五
て
九

O
一
一
日
万
円

六

て

O
九

一

七
二
、
五

一
O

二
月

と
相
当
の
膨
肢
を
続
け
、
一

般
に
金
融
而
か
ら
の
経
済
危
機
が
懸
念
さ
れ
る
如
き
情
勢
に
あ

っ
た
。
政
府
は
か
か
る
情
勢
に
当
市
し
て
、
実
際
上
の
効
果
は
と
も
角
、

外
而
的
に
で
も
そ

の
余
裕
金
を
減
ら
し
て
市
中
に
逝
元
預
託
す
る
必
要
を
感
ず
る
に
主
り
、
そ
の
手
始
め
と
し

て
、
二
十
四
年
三
月
=
十
五
日
山
林
中
火
金
仰
に
対
し
一
一

-
O舷
門
を
預
入
、

稲川
け
金
の
使

途
は
日
木
銀
行
借
入
金
の
返
済
、
政
府
短
期
証
券
へ

の
運
用
に
限
る
こ
と
と
し
た
。
預
託
金

に
対
す
る
利
息
は
借
入
金
返
済
分
自
歩

一
銭
問
匝
、
政
府
短
期
-
証
券
運
用
分

一
銭
一一一座
で
、



引
揚
の
時
期
は
政
府
に
お
い
て
必
要
あ
る
と
容
は
何
時
で
も
引
揚
げ
う
る
こ
と
と
な
っ
て
い

た
。
農
中
は
右
指
定
預
金
の
う
ち
六

O
憶
円
を
日
銀
借
入
金
の
返
請
に
当
て
、
残
余
の
一
五

O
億
円
を
食
糧
証
券
に
運
用
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
政
府
当
座
預
金
の
膨
脹
は
更
に
続
い
た
の
で
、
同
月
一一
一十一

討
に
至
り
指

定
預
金
預
入
の
対
象
を
市
中
銀
行
に
も
適
用
す
る
こ
と
と
な
り
、
震
に
農
中
に
預
託
中
の
二

一
O
億
円
中
六

O
億
円
を
引
出
す
と
共
に
之
氏
追
加
し
て
合
計
二
ハ
六
億
円
を
十
一
大
飯
行

旧
特
殊
銀
行
及
び
一
部
の
地
方
銀
行
に
預
入
、
次
い
で
四
月
上
句
更
に
上
紀
各
行
の
外
、
新

た
に
十
数
行
の
蝋
方
銀
行
を
預
入
対
象
に
追
加
し
て
一
八
五
億
円
を
預
入
し
、
最
高
残
高
は

農
中
預
託
分
も
含
め
て
総
額
五

O
一
億
円
に
達
し
た
。
預
入
の
条
件
は

日
歩
一
銭
六
厘
と

し
、
政
府
に
お
い
て
必
要
あ
る
と
き
は
、
何
時
で
も
引
出
し
う
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
そ

の
使
途
は
日
銀
借
入
金
の
返
済
に
限
ら
れ
て
い
た
。

因
み
に
右
指
定
預
金
預
入
の
基
準
は
経
営
規
模
の
大
小
に
拘
わ
り
な
く
日
銀
借
入
金
強
高

の
多
寡
に
よ
っ
て
お
り
従
っ
て
大
銀
行
と
雌
も
借
入
金
の
少
い
む
き
に
は
少
〈
、
又
借
入
金

残
高
の
僅
少
な
地
方
銀
行
に
は
預
入
せ
ら
れ
な
い
も
の
も
多
〈
み
ら
れ
た
。
預
悦
期
閣
は
当

初
は
極
め
て
知
期
間
を
予
定
し
て
お
っ
た
桜
織
で
(
五
日
間
制
何
度
)
い
わ
ば
政
府
の
コ

1
ル

ロ
l
ン
放
出
と
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
特
に
指
定
預
金
の
費
す
信
用
膨
脹
作
用
を
笹
戒

し
て
、
そ
の
使
途
は
日
銀
借
入
金
の
返
済
又
は
政
府
短
期
証
券
へ
の
運
用
に
限
定
率
れ
て
い

た
点
が
注
目
さ
れ
る
。

然
る
に
同
年
七
月
新
た
に

一
O
O億
円
の
預
入
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
の
場
合
は
信
用
膨
脹

に
な
ら
ぬ
様
に
と
の
考
慮
は
削
除
さ
れ
迎
用
に
当
っ
て
も
何
等
の
制
限
が
附
さ
れ
な
か
っ

た
。
即
ち
こ
れ
は
政
府
の
余
裕
金
を
市
中
に
放
出
し
て
信
用
の
膨
脹
を
図
り
、
以
て
金
借
り

打
開
の
一
節
と
す
る
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
従
っ
て
預
入
の
対
象
も
特
定
の
も
の
に
限
定

す
る
こ
と
な
く
、
金
融
機
関
の
業
況
規
模
に
彊
点
を
置
き
、
そ
の
意
味
で
預
金
般
商
を
基
準

と
し
て
全
国
銀
行
並
に
内
田
中
商
中
に
対
し
網
羅
的
に
配
分
し
た
。
預
入
刺
率
も
山
鹿
中
の
短
期

証
券
運
用
分
を
除
け
ば
一
般
に
前
回
よ
り
低
い
日
歩

一
銭
五
厘
と
な
っ
て
い
る
。

と
れ
ら

一
連
の
指
定
預
金
は
当
初
の
予
想
よ
り
著
し
く
長
期
間
に
わ
た
っ
て
市
中
に
滞
留

せ
し
め
ら
れ
た
が
、
政
府
支
払
の
木
格
化
す
る
第
三

・
四
半
期
に
入
り
十
月
迄
に
全
額
引
揚

げ
ら
れ
た
。ー指

定

預

金

制

度

の

検

肘

仁)

昭
和
二
十
五
年
度

昭
和
二
十
五
年
に
入
り
、
恒
例
の
徴
税
期
を
迎
え
財
政
資
金
は
引
揚
超
過
を
続
け
政
府
当

座
預
金
は
再
び
膨
脹
し
た
。

一
ー一一
一月
間
の
税
収
は
約
て
五
三

O
億
円
に
及
び
同
期
中
財

政
資
金
の
対
民
間
引
揚
超
過
額
は
約
九
三

O
億
円
に
達
し
た
。
か
・か
る
財
政
の
動
向
に
対
し

て
一
般
産
業
界
で
は
再
び
三
月
危
機
が
唱
え
ら
れ
る
如
き
情
勢
に
あ
り
金
融
の
逼
迫
も
前
年

同
期
に
劣
ら
な
か
っ
た
た
め
、

三
月
よ
何
よ
り
中
勾
に
か
け
て
年
度
末
金
融
級
和
柏
崎
胤
と
じ

て
国
庫
余
裕
金
一
回
、
九
八
二
百
万
円
を
指
定
預
金
と
じ
て
全
国
銀
行
並
に
品
中
、
商
中
に

預
託
連
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
各
金
融
機
関
に
対
す
る
配
分
基
準
は
概
わ
預
金
府
知
高
に
依

る
こ
と
と
し
、
興
銀
、
勧
銀
、
北
拓
、
農
中
、
商
中
に
対
し
て
は
特
別
の
鹿
胞
が
加
え
ら
れ

た
外
、
地
方
銀
行
に
も
重
点
が
置
か
れ
た
。
預
入
の
条
件
は
個
々
の
金
融
機
関
に
つ
き
預
入

金
額
の
三
分
の
一
づ
っ
期
限
二
カ
月
、
一}
一カ
月
及
び
四
カ
月
、
期
限
経
過
後
は

一
週
間
の
予

告
を
以
て
引
揚
げ
る
こ
と
と
さ
れ
、
利
率
は
二
カ
月
も
の

一
銭
六
庫
、
三
カ
月
及
び
四
カ
月

も
の
一

一銭
七
盟
と
さ
れ
、
使
途
の
制
限
は
な
か
っ
た
。

こ
の
指
定
預
金
の
預
入
期
聞
は
当
初
の
予
定
よ
り
甚
だ
し
く
延
長
せ
ら
れ
て
遂
に
二
十
五

年
度
中
引
揚
げ
を
み
な
か
っ
た
の
み
か
、
ご
十
六
年
度
に
持
越
さ
れ
同
年
八
月
預
託
替
が
行

わ
れ
る
迄
据
誼
か
れ
た
。
而
も
.預
託
替
の
実
施
に
よ
っ
て
個
々
の
金
融
機
関
に
つ
い
て
み
れ

ば
異
動
が
あ
っ
た
も
の
の
、
預
託
総
額
犯
お
い
て
は
前
回
と
全
〈
変
化
な
く
、
引
続
き

一

四
、
九
八
二
百
万
円
が
市
中
に
預
託
さ
れ
た
ま
ま
十

一
月
に
至
る
迄
継
続
し
、
一

部
は
二
十

七
年
一-
一
月
迄
預
託
さ
れ
た
。
か
〈
の
如
〈
一長
期
に
わ
た
っ
て
預
託
さ
れ
え
た
の
は
、
要
す
る

に
財
政
収
支
の
基
調
が
所
謂
超
均
衡
財
政
の
二
年
目
を
迎
え
て
、
本
椅
的
な
余
裕
金
を
擁
す

る
に
奇
い
っ
た
関
係
に
よ
る
も
の
で
、
反
市
外
国
為
替
資
金
で
は
円
資
金
の
著
し
い
不
足
が
お

こ
っ
て
い
た
も
の
の
借
入
限
度
の
関
係
か
ら
四
郎
余
裕
金
の
流
用
も
一
定
限
度
に
出
ら
れ
、

別
途
に
日
銀
外
国
為
替
貸
付
制
度
に
よ
っ
て
不
足
円
資
金
の
補
填
を
受
け
た
事
情
も
看
過
す

る
と
と
が
出
来
な
い
。

日

昭
和
二
十
六
年
度

昭
和
二
十
六
年
に
入
り

一
|
一一
一
月
の
徴
税
期
に
は
一

、
二

O
O億
円
の
税
収
が
あ
り
、
加

え
て
二
十
五
年
九
月
よ
り
実
施
さ
れ
た
日
銀
外
国
為
替
貸
付
制
度
の
影
響
に
よ
り
二
十
五
年

度
末
に
は
国
昨
は
約
て

O
O
O億
円
に
及
ぶ

一
般
部
当
座
預
金
を
擁
し
て
い
た
。
然
し
そ

五
一
七



呈品
目白

説
〈
そ
の

政

一、-'
日オ

れ
は
日
銀
信
用
を
背
景
と
し
て
生
じ
た
政
府
資
金
で
あ
っ
た
か
ら
民
間
の
資
金
繰
り
を
圧
迫

す
る
こ
と
も
な
〈
、
金
融
面
で
も
外
同
為
替
貸
付
の
仲
張
に
よ
り
一
般
の
円
貨
に
よ
る
貸
出

の
増
加
は
一
時
停
頓
し
、
日
銀
貸
出
も
市
中
銀
行
に
対
し
て
は
反
っ
て
減
少
を
示
す
状
況
で

あ
っ
た
。
か
か
る
情
勢
に
よ
り
政
府
指
定
預
金
の
動
き
も
前
記
八
月
の
預
託
替
を
除
い
て
は

年
度
問
注
目
す
べ
き
も
の
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
而
し
て
こ
の
預
託
替
は
、
従
来
の
預
入
の

倒
的
が
一
般
金
融
の
緩
和
に
あ
り
、
預
入
の
対
象
も
銀
行
、
金
庫
に
限
ら
れ
、
而
も
業
務
規

模
に
よ
っ
て
配
分
せ
ら
れ
た
関
係
か
ら
大
銀
行
に
多
く
預
入
さ
れ
た
が
、
今
回
は
中
小
金
融

緩
和
を
主
た
る
ね
ら
い
と
し
、
中
小
企
業
金
融
の
取
扱
実
績
に
応
じ
て
〈
見
返
資
金
中
小
企

業
融
資
取
扱
高
、
中
小
企
業
保
険
制
度
利
用
紙
、
一
口
三
百
万
円
以
下
の
融
資
額
を
基
準
と

し
て
算
定
)
再
配
分
さ
れ
る
と
と
と
な
っ
た
。
預
託
替
前
後
の
預
託
金
の
残
高
は
左
の
如
〈

預

託

金
融
機
関
数

両
同
同

r
↑u

事
U

れ

量
"

金
融
機
関
数

銀

行十

一
大
銀
行

地

方

銀

行

旧
特
殊
銀
行

信

託

銀

行

金

庫

無

尽

会

社

信

用

組

合
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後金
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興
銀
勧
銀
等
を
首
め
と
す
る
大
銀
行
筋
の
大
幅
引
揚
に
対
し
て
新
た
に
預
託
対
殺
に
加
え
ら

れ
た
無
尽
会
社
、
信
用
組
合
に
二一

O
億
円
が
預
入
さ
れ
た
外
商
工
中
金
預
託
分
も
増
・
頒
せ
ら

れ
た
。
地
方
銀
行
は
大
会
な
変
化
な
〈
大
休
従
来
の
線
を
維
持
し
た
。

尚
条
件
は
期
間
三
カ
月
、
日
歩
一
銭
λ
肥
で
期
間
経
過
後
は
一
週
間
の
予
告
を
以
て
何
時

で
も
引
揚
げ
う
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

布
に
よ
り
預
舵
替
え
さ
れ
た
政
府
指
定
預
金
は
第
三
・
四
半
朋
に
入
っ
て
外
国
為
替
資
金

等
、
特
別
会
計
の
資
金
繰
の
繁
忙
に
つ
れ
て
十
一
月
に
そ
の
大
部
分
が
引
揚
げ
ら
れ
た
。
然

し
無
尽
会
社
、

信
用
金
庫
及
び
商
中
預
託
分
に
つ
い
て
は
半
額
の
引
揚
に
止
め
、

残
余
は
二

五
一
八

カ
月
乃
歪
=
一カ
月
の
期
限
延
長
を
行
っ
た
が
、
再
延
長
に
よ
っ
て
結
局
引
揚
は
翌
年
三
月
に

実
行
さ
れ
た
。

な
お
右
の
期
限
延
長
と
は
別
個
に
、
十

一
月
に
入
り
ル
l

ス
台
風
被
害
地
所
在
金
融
機
関

-(
銀
行
七
及
び
商
中
、
農
中
)
に
対
し
て
総
額
一
五
億
円
の
指
定
預
金
が
新
規
に
預
入
さ
れ

た
。
条
件
は
期
間
九
O
目
、
日
歩
一
銭
λ
厘
で
あ
る
。

こ
の
分
は
期
日

(二
十
七
年
二
月
十

六
日
)
に
予
定
通
り
全
額
引
揚
げ
ら
れ
た
。

伺

昭
和
二
十
七
年
度

昭
和
二
十
五
年
度
の
後
半
か
ら
二
十
六
年
中
を
過
し
て
比
較
的
動
き
の
寡
か
っ
た
政
府
指

定
預
金
は
二
十
七
年
度
を
迎
え
る
に
当
っ
て
再
び
活
溌
な
動
き
を
示
す
に
至
っ
た
。
従
来
の

指
定
預
託
は
日
銀
借
入
金
の
返
済
、
一
般
的
資
金
練
り
渇
迫
の
級
和
、
或
い
は
中
小
企
業
金

融
の
緩
和
等
の
目
的
の
下
に
行
わ
れ
て
来
た
が
、

二
十
七
年
度
に
入
っ
て
か
ら
の
預
舵
は
、

更
に
多
様
雑
多
な
使
途
の
下
に
預
託
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

ω
金
融
債
の
市
中
消
化
促
進
の
た
め
の
預
託

政
府
は
二
十
七
年
度
予
算
編
成
に
当
り
綜
合
予
算
の
均
衡
堅
持
を
関
係
方
面
か
ら
強
〈
要

部
せ
ら
れ
た
結
果
、
当
初
予
定
し
て
い
た
資
金
運
用
部
資
金
に
よ
る
金
融
般
の
引
受
を
実
施

し
え
な
ぐ
な
っ
た
。
即
ち
二
十
七
年
度
見
返
資
金
運
用
計
副
上
手
持
国
拙
一
一
一
O
O億
円
の
売

却
を
必
要
と
し
、
之
を
日
本
銀
行
に
売
却
の
方
針
で
あ
っ
た
が
財
政
の
均
衡
を
損
う
も
の
と

し
て
白
木
銀
行
に
代
え
資
金
運
用
・
部
に
売
却
す
べ
き
こ
と
と
変
更
さ
れ
た
。
と
の
結
果
資
金

迎
用
部
資
金
の
迎
用
計
両
に
肌
簡
を
来
し
た
た
め
、
当
初
一二

O
O億
円
予
定
し
て
い
た
金
融

債
の
引
受
な
停
止
す
る
の
止
む
な
容
に
至
っ
た
。
然
し
従
来
行
わ
れ
て
き
た
金
融
船
引
受
を

急
に
山W
ルん
す
る
こ
と
は
金
融
界
産
業
界
に
与
え
る
影
響
が
大
か
と
い
た
め
、
政
府
は
部
和
条
約

発
効
の
後
金
融
債
引
受
の
彼
活
を
図
る
意
凶
の
下
に
、
そ
れ
迄
の
繋
ぎ
措
慣
と
し
て
金
融
債

の
市
中
消
化
を
促
進
す
る
た
め
三
月
末
市
中
銀
行
に
対
し
一

O
O億
円
(
従
来
の
資
金
運
用

部
資
金
に
よ
る
金
融
船
引
受
突
舶
の
約
四
カ
月
分
に
相
当
)
を
預
入
し
た
。
期
間
は
二
カ
月
、

一一一カ
月
及
び
四
カ
月
で
、

}
仰
に
日
歩
一
銭
八
原
で
あ
り
、
そ
の
配
分
は
過
去
の
金
融
船
引

受
突
舶
、
今
後
の
引
受
見
込
附
引
を
勘
案
し
て
決
定
さ
れ
た
。
右
の
措
挫
の
後
五
月
下
何
資
金

迎
用
部
資
金
迎
用
計
画
の
一
部
改
訂
が
行
わ
れ
て
、
金
融
債

一
六
O
億
円
〈
凹

l
九
月
分
と

予
定
さ
れ
て
い
る
。
以
後
別
途
に
考
慮
せ
ら
れ
る
模
様
)
の
引
受
再
開
を
み
る
に
至
り
、
銀



行
の
既
買
入
分
は
資
金
運
用
部
で
肩
替
り
し
、
指
定
預
金
は
期
日
に
逐
次
引
揚
げ
ら
れ
た
。

間
食
糧
管
理
会
計
の
資
金
操
作
の
た
め
の
預
託

二
十
六
年
度
末
か
ら
二
十
七
年
度
へ
か
け
て
預
託
さ
れ
た
指
定
預
金
と
し
て
、
食
糧
管
理

会
計
の
圏
内
産
米
並
に
輸
入
食
糧
買
入
代
金
の
支
払
繰
延
に
対
す
る
特
別
措
置
と
し
て
預
託

さ
れ
た
総
額

一
七、

-
一
O
百
万
円
が
あ
る
。
之
は
食
糧
管
理
会
計
の
資
金
繰
が
窮
迫
し
た

た
め
、
同
会
計
の
支
払
に
代
え
て
国
陣
余
裕
金
を
指
定
預
託
し
て

一
時
立
替
決
請
に
充
当
し

た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
同
会
計
は
輸
入
食
糧
の
価
格
上
昇
を
主
た
る
理
由
と
し
て
運
転
資
金

の
増
加
を
必
要
と
す
る
事
態
に
立
至
っ
た
が
、
食
糧
証
券
の
発
行
限
度
が
予
算
上
、
年
度
末

残
高

て

二

四
O
億
円
〈
但
し
年
度
聞
の
最
高
発
行
限
度
は
て
七

O
O億
円
)
に
定
め
ら
れ

て
い
る
た
め
年
度
末
資
金
繰
対
策
と
し
て
代
金
の
一
部
支
払
繰
延
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
た
。
一
方
右
支
払
繰
延
に
対
し
て
、
国
内
産
食
糧
に
つ
い
て
は
農
林
中
央
金
俸
が
立
替
払

を
行
い
、
輸
入
食
糧
に
つ
い
て
は
為
替
銀
行
の
資
金
負
担
と
な
っ
て
い
た
関
係
か
ら
、
山
田
中

に
対
し
て
は
前
年
十
三
月
以
来
生
じ
て
い
た
米
払
金
に
つ
き
一一
一
月
中
七

O
億
円
の
預
入
が
行

わ
れ
、
東
京
銀
行
外
=
一行
の
為
替
銀
行
に
対
し
て
は
同
月
中
七

一
億
円
の
預
入
が
行
わ
れ

た
。
之
等
食
糧
管
理
会
計
の
支
払
繰
延
に
対
す
る
指
定
預
金
は
期
限
が
四
月
十
日
(
日
歩

一

銭
八
厘
〉
と
さ
れ
て
い
た
が
、
同
会
計
は
新
会
計
年
度
に
入
る
と
共
に
支
払
資
金
を
調
達
し

て
期
日
に
繰
延
代
金
の
訣
済
を
行
い
、
之
に
見
合
っ
て
岡
目
指
定
預
金
は
引
揚
げ
ら
れ
た
。

但
し
農
中
分
に
つ
い
て
は
本
来
七

O
億
円
(
米
代
金
未
払
分
)
引
揚
げ
る
べ
き
と
こ
ろ
を
五
一
一

億
円
に
止
め
、
差
額
一
八
億
円
は
後
に
述
べ
る
知
く
、
更
に
他
の
使
途
に
あ
て
引
続
8
預
託

さ
れ
た
。

問
中
小
企
業
金
融
円
滑
化
の
た
め
の
預
託

二
十
七
年
三
月
以
降
八
月
末
に
至
る
間
の
中
小
企
業
金
融
円
消
化
の
た
め
の
指
定
預
託

は
、
切
替
分
を
除
い
て
三
月
中
に
四
八
億
円
、
凹
月
中
に
六
億
円
、
五
月
中
に
六

O
億
円
、

久
月
中
に
六
五
億
円
合
計

一
七
九
億
円
に
上
っ
て
い
る
。

即
ち
預
託
の
内
訳
は
左
の
如
く
。

月

中

相
互
銀
行

二
七

信
用
金
庫

一一一

四

月

ノ〆

指

定

預

金

制

度

の

検

討

商
工
中

六九金

l
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五

四
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五

一
七
九

ハ
註
〉
但
し
四
月
中
商
工
中
金
に
は
ご
八
億
円
の
預
託
が
行
わ
れ
た
が
う
ち
一
一
一一
億
円
は
二
十
六
年
中
預
託
分
の
切

替
で
あ
り
、
九
億
円
は
三
月
中
預
託
分
の
切
替
で
あ
っ
た
。

..，." 
2l. 

。
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一O

一
一一
一

月

中

}¥. 

/. 〆

右
預
託
金
の
条
件
は
金
利
何
れ
も
日
歩
一
銭
λ
鹿
、
引
揚
期
限
は
当
初
の
預
託
分
は
凡
そ

一一一|
四
カ
月
後
と
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
二
回
に
亘
り
変
更
さ
れ
、
結
局
八
月
預
託
分
も

含
め
て
全
部
翌
年
三
月
の
年
度
末
ま
で
継
続
預
託
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

凶
市
中
銀
行
資
金
繰
り
緩
和
の
た
め
の
預
託

二
十
七
年
五
月
末
市
中
銀
行
に
対
し
て
九
C
億
円
が
預
入
さ
れ
た
。
こ
れ
は
三
月
末
決
算

法
人
企
業
の
法
人
税
納
期
が
当
月
末
に
当
り
そ
の
引
揚
が
金
融
市
場
に
及
ぼ
す
影
響
を
考
慮

し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
、
預
入
期
間
は
三
カ
月
(
但
し
そ
の
後
引
揚
は
十
月
及
び
十
一

月
ま

で
延
長
さ
れ
た
〉
金
刺
は
日
歩
一
銭
八
厘
と
さ
れ
、
資
金
の
使
途
に
は
制
限
が
設
け
ら
れ
て

ド
l

句、
0

3
V
4ん
‘
。
hv

文
八
月
に
至
っ
て
同
じ
く
金
融
緩
和
の
た
め
六
五
億
円
が
祁
中
銀
行
に
、
二

O
億
円
が
農

林
中
央
金
庫
に
夫
々
追
加
預
託
さ
れ
た
。
条
件
は
金
刺
は
前
回
同
様
、
引
揚
期
限
は
市
中
銀

行
分
は
半
額
ご
月
末
、
他
の
半
額
は
三
月
末
、
農
中
分
は
全
額
三
月
の
年
・
度
末
と
な
っ
て
い

る
。

間
麦
蒐
荷
及
び
肥
料
滞
荷
融
資
等
の
た
め
の
預
託

二
十
七
年
六
月
山
中
に
対
し
五

O
億
円
が
預
入
さ
れ
た
。
こ
れ
は
懸
案
で
あ
っ
た
麦
の
統

制
撤
廃
が
同
月
始
よ
り
実
施
せ
ら
れ
た
の
に
伴
っ
て
系
統
農
業
協
同
組
合
に
於
け
る
新
麦
蒐

荷
資
金
と
し
て
三

O
億
円
、
更
に
肥
料
メ
ー
カ
ー
の
異
常
在
庫
を
全
勝
連
が
買
取
る
こ
と
と

な
っ
た
関
係
か
ら
そ
の
所
要
資
金
と
し
て
二

O
億
円
が
預
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
預
入
期

聞
は
三
カ
月
、
金
利
は
日
歩

一
銭
入
厘
と
な
っ
て
い
る
。

更
に
農
中
に
対
し
て
は
一
一
一
月
中
に
三

O
億
円
が
預
入
さ
れ
、
又
前
記
の
如
〈
、
食
管
立
替

金
補
填
の
為
の
預
託
金
の
引
揚
の
際
に
も
一
八
億
円
の
資
金
が
残
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
は
酒

造
会
社
に
対
す
る
納
税
資
金
融
資
及
び
農
業
共
済
基
金
の
不
足
金
補
填
融
資
等
の
た
め
の
農

中
の
所
要
資
金
に
充
当
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

五
一
九



玉ι
回目

政

説
〈
そ
の

一
、._/

財

預
金
部
資
金
の
市
中
預
託
状
況

大
蔵
省
預
金
部
は
昭
和
二
十
六
年
三
月
資
金
運
用
部
に
改
組
さ
れ
て
現
在
に

至
っ
て
い
る

が
、
改
組
後
は
市
中
預
託
を
行
い
え
な
い
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
市
中
預
託
の
行
わ
れ
た
の
は

い
ま
ま
で
の
と
こ
ろ
預
金
部
当
時
に
止
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
に
は
預
金
部
資
金
の
市
中
預

託
と
し
て
述
べ
る
と
と
と
す
る
。

預
金
部
資
金
の
市
中
預
託
は
預
託
目
的
に
従
っ
て
み
る
と
ご
つ
に
大
別
さ
れ
る
。
一
つ
は
一

般
的
な
市
中
金
融
'緩
和
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
は
特
定
金
融
の
た
め
に
組
付
に
預
託

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
預
託
金
の
預
入
引
揚
の
推
移
は
第
十
表
に
掲
げ
る
通
り
で
あ
る
。

付
市
中
金
融
緩
和
の
た
め
の
預
ケ
金

二
十
四
年
十
二
月
、
年
末
金
融
緩
和
の
た
め
預
金
部
は
一

O
O他
円
を
限
度
と
し
て
銀
行

並
に
無
尽
会
社
、
信
用
組
合
に
預
託
を
行
う
ζ

と
L
な
っ
た
。
実
際
に
は
十
二
月
中
九
、
二

八
二
百
万
円
が
預
入
せ
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
翌
年
二
、
三
月
に
か
け
て
預
託
替
が
実
施
せ
ら

れ
て
中
小
金
融
機
闘
に
対
し
て
増
額
が
行
わ
れ
る
な
ど
若
干
の
動
き
は
あ
っ
た
が
、
一
二
月
以

降
は
殆
ど
変
化
が
な
か
っ
た
。
期
間
は
一
カ
月
で
あ
る
が
切
換
継
続
に
よ
っ
て
一
応
六
カ
月

迄
の
延
長
を
予
定
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
意
外
に
長
く
預
託
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
笑
際
の

引
協
は
二
十
五
年
十
二
月
か
ら
始
め
ら
れ
、
預
金
制
の
資
金
迎
用
部
へ
の
改
組
を
前
に
し
て

担
年
三
月
迄
に
全
額
の
引
揚
を
み
た
。
利
市
中
は
政
府
指
定
預
金
の
場
合
よ
り
高
〈
日
歩
一
鉱

九
匝
で
あ
っ
た
。
資
金
の
使
途
に
つ
い
て
は
特
に
限
定
し
な
か
っ
た
が
、
日
銀
借
入
金
返
済

に
は
充
当
し
な
い
方
針
の
下
に
預
託
が
行
わ
れ
た
。

同
公
開
関
係
金
融
疏
迎
の
た
め
の
特
定
預
託

預
金
部
資
金
に
よ
る
公
団
関
係
金
融
に
対
す
る
特
定
預
託
は
鉱
工
品
貿
易
公
団
、
繊
維
貿

易
公
開
保
有
の
輸
出
入
物
資
郎
貨
の
引
取
金
融
及
び
同
公
団
の
米
収
金
回
収
金
融
と
、
配
炭

公
団
の
未
収
金
決
済
金
融
と
に
区
別
さ
れ
る
。

山
貿
易
公
団
の
揃
貨
引
取
及
び
未
収
金
回
収
金
融
の
た
め
の
預
託

二
十
四
年
末
当
時
に
於
け
る
鉱
工
品
、
繊
維
両
貿
易
公
聞
の
輸
入
物
資
並
に
輸
出
物
資
の

臨
時
仲
は
巨
頼
に
逃
し
た
。
即
ち
二
十
五
年

一
月
末
で
前
者
三
五
六
億
円
、
後
者
二
七
九
億
円

に
及
び
、
と
の
う
ち
正
常
在
昨
と
み
ら
れ
る
分
を
除
〈
異
常
在
庫
は
夫
々
一
八
七
億
円
、
九

六
億
円
計
二
八
三
億
円
に
上
る
も
の
と
見
ら
れ
た
。
又
両
貿
易
公
団
の
輸
入
物
資
に
か
か
わ

B 

五
二

O

る
未
収
金
も
二
八
億
円
に
上
っ
た
。
絃
に
於
て
貿
易
公
団
の
滞
貨
引
取
並
に
未
収
金
の
回
収

を
促
進
し
併
せ
て
=
十
五
年
度
内
に
於
付
る
貿
易
特
別
会
計
の
収
入
増
加
や
期
す
る
た
め
、

預
金
部
資
金
を
市
中
金
融
機
関
に
紐
付
で
預
託
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

即
ち
貿
易
公
団
の
滞

貨
の
う
ち
正
常
な
方
法
を
以
て
は
処
分
困
難
な
異
常
滞
貨
を
引
取
ら
う
と
す
る
業
者
、
及
び

二
十
五
年
二
月
十
日
現
在
に
於
け
る
公
団
の
延
滞
未
収
金
(
含
延
滞
利
息
)
や
決
済
す
る
業
者

に
対
し
金
融
機
関
が
自
主
的
に
融
資
し
た
分
に
つ
い
て
は
手
形
金
額
の
九
五
%
を
限
度
と
し

て
紐
付
で
預
金
部
資
金
を
預
け
入
れ
た
。

ζ

の
措
置
は
二
十
五
年
二
月
に
始
め
ら
れ
、
当
初

は
輸
入
滞
貨
に
つ
い
て
の
み
適
用
さ
れ
た
が
、
・
四
月
に
は
輸
出
滞
貨
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
本
措
置
に
よ
る
預
託
の
限
度
は
一

五
O
億
円
と
し
、
そ
の
資
金
は
手
持
説
金
般

の
繰
上
償
還
、
手
持
食
糧
証
券
の
日
本
銀
行
に
刻
す
る
売
却
に
よ
っ
て
訓
達
さ
れ
た
。
預
託

の
条
件
は
左
の
通
り
で
あ
り
、
個
々
の
条
件
は
商
品
別
に
勘
案
の
上
適
用
さ
れ
た
。

異

前
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一
・
市
川
川
が

九
手

二
・
O
銭

三
カ
月

了
七
銭

延
抑
未
収
金
支
払
融
資

問
配
炭
公
団
未
収
金
決
済
の
た
め
の
預
託

配
炭
公
団
の
未
収
金
回
収
を
促
進
す
る
た
め
金
融
機
関
の
布
関
係
業
者
へ
の
融
資
を
促
進

し
、
こ
れ
と
組
付
に
預
金
部
資
金
を
融
資
念
融
機
関
に
預
託
し
た
賠
鑑
で
あ
る
。
配
炭
公
団

は
二
十
四
年
九
月
十
五
日
に
解
散
し
た
が
二
十
五
年
二
月
末
の
未
収
金
は
約
八

O
億
円
に
迷

し
て
い
た
の
で
、
之
が
回
収
を
促
進
す
る
目
的
で
預
金
制
資
金
の
紐
付
融
資
が
三
月
末
よ
り

実
施
さ
れ
る
に
主
っ
た
が
、
右
米
収
金
の
う
ち
、
貿
易
資
金
特
別
会
計
、
国
鉄
、
船
舶
辿
営

会
に
対
す
る
公
団
の
債
務
と
相
殺
さ
れ
る
も
の
、
そ
の
他
を
除
い
て
本
件
融
資
の
対
象
と
な

る
も
の
は
、
二
十
五
年
一二
月
二
十
日
現
在
に
於
け
る
公
団
解
散
前
に
生
じ
た
未
収
金
三
六
総

門
と
、
公
団
解
散
後
の
貯
炭
処
理
に
よ
り
新
に
発
生
し
た
電
力
、
鉄
鋼
会
祉
に
対
す
る
償
椛

六
億
円
計
四
二
億
円
で
あ
っ
た
。
そ
の
財
源
は
貿
易
公
団
滞
貨
引
取
融
資
等
の
た
め
予
定
さ

れ
て
い
た

一
五
O
似
刊
の
枠
を
位
向
す
る
こ
と
と
し
、
条
件
は
原
則
と
し
て
則
間
三
カ
月
、

金
利
日
歩

一
銭
七
座
、
特
に
必
要
な
場
合
は
州
問
六
カ
月
金
利
日
歩
一
銭
九
座
も
認
め
る
こ

と
と
し
た
。
以
上
公
問
融
資
関
係
の
特
定
預
託
は
二
十
六
年
間
月
の
預
金
部
の
組
織
替
を
前

に
し
て
三
月
迄
に
は
全
傾
引
脇
げ
ら
れ
た
。

， 
y 
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三
、
政
府
指
定
預
金
の
効
果

前
述
の
如
く
、
政
府
指
定
預
金
の
預
託
は
預
金
部
資
金
の
預
託
を
も
含
め
て
目
的
別
に
区
分

し
て
み
れ
ば
、
現
在
迄
の
と
こ
ろ
凡
そ
左
の
六
種
仁
類
別
さ
れ
る
。

同
日
銀
借
入
金
返
請
の
た
め
の
預
託

例

政
府
短
期
証
券
消
化
の
た
め
の
預
託

料

一
般
金
融
制
塞
打
開
の
た
め
の
預
託

仲
中
小
企
業
金
融
円
滑
化
の
た
め
の
預
託

制
財
政
資
金
支
出
上
の
繋

F
措
置
と
し
て
の
預
託

苫.



子;t.).
面閣

説
(
そ
の

一、.__/

財

政

付
特
定
金
融
疏
通
の
た
め
の
預
託

右
の
類
別
は
概
ね
指
定
預
金
預
託
の
時
間
的
推
移
に
沿
っ
て
列
挙
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下

右
の
項
目
毎
に
預
託
効
果
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

付

日
銀
借
入
金
返
済
の
た
め
の
預
託

日
銀
借
入
金
返
訴
の
た
め
の
国
庫
余
裕
金
の
預
託
は
、
余
裕
金
を
生
ぜ
し
め
た
よ
う
な
財
政

の
勤
き
に
対
し
て
金
融
市
か
ら
既
に
調
整
が
行
わ
れ
、
そ
れ
が
日
銀
貸
出
の
増
加
と
な
っ
て
い

る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
実
質
的
な
資
金
量
の
点
で
は
意
味
を
持
た
な
い
措
置
と
云
う
ベ
主
で

あ
る
。
特
に

一
般
産
業
界
か
ら
み
れ
ば
、
日
銀
借
入
金
返
、決
の
為
の
預
託
措
置
は
単
に
所
制
金

融
面
の
上
屈
の
段
階
に
於
け
る
調
整
措
置
に
止
ま
り
、
産
業
界
は
こ
れ
に
よ
っ
て
格
別
の
影
響

を
受
け
な
い
こ
と
は
云
う
迄
も
な
い
。

然
し
、

実
際
的
な
観
点
か
ら
は
、
か
か
る
措
置
が
実
施
さ
れ
、
且
つ
預
託
が
相
当
期
間
続
く

こ
と
と
な
れ
ば
日
銀
借
入
が
減
少
す
る
結
果
、
信
用
膨
脹
を
招
く
地
盤
を
作
る
と
と
と
な
る
可

能
性
も
認
め
ら
れ
る
(
こ
の
点
に
つ
い
て
は
以
下
伺
の
項
も
参
照
)
。
又
市
中
銀
行
の
側
か
ら
み

れ
ば
、
日
銀
金
利
〈
特
に
高
率
適
用
部
分
の
〉
と
指
定
預
金
刺
率
と
の
聞
の
若
干
の
利
輸
に
相
当

す
る
思
忠
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。
然
し
こ
こ
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
、
信
用
政

策
の
基
調
が
信
用
拡
張
の
抑
制
に
置
か
れ
、
高
率
適
用
制
度
も
そ
の
一
環
と
し
て
機
能
し
て
い

る
場
合
に
は
、
政
府
資
金
預
託
の
思
恵
は
他
人
の
多
い
向
に
厚
く
、
寡
い
向
に
滞
〈
な
る
結

果
、
信
用
政
策
の
指
向
す
る
と
こ
ろ
を
窃
え
す
こ
と
と
な
る
点
で
あ
る
。

同
政
府
短
期
証
券
消
化
の
た
め
の
預
託

政
府
短
期
証
券
消
化
の
た
め
の
預
託
措
置
は
、
指
定
預
金
の
発
足
当
初
農
中
に
対
し
て
行
わ

れ
た
こ
と
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
措
置
は
政
府
当
座
預
金
が
、
指
定
預
金
を
経
由
し
て
金

融
機
関
預
託
金
に
な
る
反
面
日
銀
保
有
の
短
期
証
券
が
当
該
金
融
機
関
の
保
有
に
一
時
形
を
変

え
る
の
み
で
必
っ
て
資
金
の
流
れ
の
上
に
は
何
等
の
突
・
質
的
変
化
は
な
く
、
且
つ
預
託
の
条
件

と
し
て
も
そ
の
金
利
は
政
府
短
期
証
券
の
利
率
と
同
一
に
て
無
鞘
と
さ
れ
た
た
め
農
中
と
し
て

も
物
別
思
悲
も
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
か
く
し
て
木
措
世
は
単
に
表
面
上
国
庫
余
裕
金
を
減

少
せ
し
め
て
、
回
会
に
於
け
る
野
党
攻
勢
等
の
鉾
先
を
鈍
ら
せ
た
以
外
に
は
無
意
味
の
措
置
で

あ
っ
た
と
い
う
日
銀
借
入
金
返
滑
に
せ
よ
、
短
期
証
券
の
消
化
に
せ
よ
、
政
府
指
定
預
金
発
足

の
当
初
は
む
し
ろ
待
昧
な
政
治
的
考
慮
が
そ
の
動
機
と
な
り
、
効
果
の
点
は
殆
ん
ど
云
う
に
足

五
二
二

り
な
い
措
置
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
点
が
控
目
さ
れ
る
。

伺

一
般
金
融
梗
塞
打
開
の
た
め
の
預
託

一
般
金
融
梗
塞
打
開
の
た
め
周
陣
余
裕
金
か
ら
市
中
銀
行
へ
指
定
預
託
さ
れ
た
も
の
と
し
て

は
二
十
四
年
七
月
の
一

O
O億
円
(
周
年
十
月
引
揚
)
二
十
五
年
三
月
の
一
四
九
億
円
〈
翌
年
八

月
預
託
替
え
を
経
て
十
一
月
引
揚
)
二
十
七
年
五
月
に
お
け
る
法
人
税
移
納
後
の
金
融
緩
和
の

た
め
の
預
託
九
O
億
円
及
び
同
年
八
月
更
に
追
加
預
託
さ
れ
た
六
五
億
円
等
が
あ
る
。

又
二
十
四
年
十
二
月
以
降
二
十
六
年
三
月
迄
に
亙
っ
て
預
託
さ
れ
た
預
金
部
資
金

一
O
O億

円
も
こ
の
誕
の
信
用
拡
張
を
目
的
と
し
た
預
託
金
で
あ
る
。

ζ
れ
ら
の
預
託
金
は
直
接
日
銀
借
入
金
返
、
済
の
紐
が
つ
い
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
又
金
利
も

日
銀
最
低
歩
合
よ
り
は
幾
分
上
廻
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
而
し
て
預
託
金
田
分
も
概
ね
各
行

預
金
残
高
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
、
日
銀
借
入
の
な
い
地
方
組
行
等
に
も
相
当
額
の
預
託
が
行
わ

れ
て
い
る
。
然
し
金
融
の
性
質
上
、
一
般
金
融
梗
塞
打
開
の
た
め
の
預
託
と
は
云
つ
で
も
預
託

資
金
が
直
ち
に
貸
出
に
運
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
実
際
問
題
と
し
て
は
高
率
適
用
の
あ
る

と
こ
ろ
は
一
応
日
銀
借
入
を
そ
の
分
だ
け
返
済
し
、
然
ら
ざ
る
と
こ
ろ
も
コ

l
ル
に
放
出
し
て、

コ
l
ル
を
と
っ
た
銀
行
が
高
率
適
用
分
を
返
済
す
る
と
い
う
コ

I
ス
を
た
ど
る
こ
と
と
な
る
。

従
っ
て
問
題
は
か
か
る
当
而
の
操
作
に
続
い
て
そ
の
後
預
託
金
の
引
揚
予
定
期
日
迄
の
間
市
中

銀
行
が
如
何
な
る
貸
出
態
度
を
と
っ
て
行
く
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
若
し
そ
れ
が
積
極
的
で

あ
れ
ば
日
銀
信
用
は
旧
水
、
準
に
向
っ
て
増
加
の
傾
向
を
と
り
、
預
託
金
引
同
仰
の
と
き
は
多
¥
の

場
合
旧
水
準
を
ぬ
い
て
膨
脹
す
る
こ
と
と
な
る
。
反
対
に
市
中
銀
行
の
態
度
が
消
極
的
で
あ
れ

ば
日
銀
信
用
は
減
少
し
た
新
水
準
か
ら
左
程
の
膨
脹
を
見
る
こ
と
は
な
い
で
占
め
ろ
う
。
か
く
し

て
産
業
界
か
ら
み
れ
ば
、
前
者
の
場
合
に
は
預
託
の
効
果
が
そ
の
資
金
繰
り
に
浸
透
し
て
〈
る

こ
と
と
な
る
が
、
後
者
の
場
合
に
は
一
訟
は
ば
金
融
の
面
で
空
転
す
る
に
止
ま
る
結
果
と
な
ろ
う
。

か
〈
の
如
く
見
れ
ば
、
金
融
梗
塞
打
開
の
た
め
の
預
託
措
置
は
結
局
経
済
情
勢
の
見
透
し
に

基
〈
資
金
需
給
全
般
の
動
主
の
中
に
吸
収
さ
れ
て
行
〈
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

A
ノ
。

特
に
現
在
日
本
銀
行
貸
出
が
制
引
額
を
も
含
め
れ
ば
常
時
二
、

0
0
0億
円
以
上
に
迷
し
そ

の
上
積
み
の
部
分
が
第
二
次
高
率
適
用
を
受
け
て
信
用
制
節
の
重
要
な
指
標
と
な
っ
て
い
る
状

態
の
下
で
は
、
指
定
預
金
預
託
の
効
果
は
、
二
次
高
率
分
の
増
械
を
通
じ
て
中
央
銀
行
の
信
用



調
節
の
上
に
罫
か
ら
ざ
る
影
響
を
与
え
ざ
る
を
得
な
い
。
財
政
資
金
の
市
中
預
託
は
一
般
的
に

去
っ
て
信
用
政
策
の
二
元
化
の
性
格
を
帯
び
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、
特
定
使
途
に
限
ら

れ
る
場
合
は
と
も
角
本
項
の
如
き
一
般
的
な
使
途
の
場
合
に
は
-
層
そ
の
色
彩
が
濃
い
も
の
と

云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

同

中

小
企
業
金
融
円
滑
化
の
た
め
の
預
託

中
小
企
柴
金
融
円
滑
化
の
た
め
の
政
府
資
金
の
預
託
と
し
て
は
、
前
述
の
如
き
経
過
に
よ
り

二
十
七
年
八
月
末
現
在
内
訳
左
の
如
く
、
総
額
一
九
二
億
円
に
逮
し
て
い
る
。

尚信相

互

金銀

金庫行

場、
L

、
コl

-ノ
一
ノ
4
イ

九、

0
0
0百
万
円

五
、
四

O
O

四
、
八

O
O

一
丸
、
二

O
O

二

O
O

工用

中
計

中
小
企
業
金
融
対
策
と
し
て
は
従
来
円
本
銀
行
の
別
枠
貸
出
(
七
月
末
現
在
の
枠
四
、
三

O
O

百
万
円
)
見
返
資
金
の
・
中
小
企
業
貸
出
(
二
十
七
年
度
運
用
計
幽
二
、
0
0
0百
万
円
)
そ
の
他
中

小
企
業
信
用
保
険
〈
二
十
七
年
度
予
算
二
、
五
六
九
百
万
円
)
及
び
信
用
保
証
協
会
の
保
証
掛
償

〈
二
十
六
年
六
月
末
現
在
保
証
額
一
六
、
六
九

Q
R万
円
)
等
が
数
え
ら
れ
る
が
、
財
政
資
金
の
預

託
措
置
は
最
近
著
し
く
そ
の
ウ
エ
イ
ト
を
増
し
て
来
て
い
る
感
が
あ
り
、
各
府
県
の
地
方
金
融

機
関
に
対
す
る
預
託
措
置
な
ど
を
考
慮
す
れ
ば
、
一
層
そ
の
役
割
は
大
き
い
も
の
と
云
え
る
。

次
に
前
記
の
三
者
に
つ
い
て
預
託
金
の
運
用
状
況
を
み
る
と
左
の
如
〈
で
あ
る
。

的

相

互

銀

行

二
十
七
年
に
入
っ
て
以
後
の
指
定
預
託
の
動
き
に
見
合
う
と
推
定
さ
れ
る
関
係
諸
勘
定
の

動
会
を
み
る
と
左
の
如
く
、

コ
ー
ル
ロ

ー
ン

金

融

機

関

預

ケ

金

割

引

手

形

九
四
七
百
万
円
七
、
九
三
二
百
万
円
二
、
O
二
九
百
万
円

て

二

五

八

一

て

五

八

O

二
、
四
四

一

一、

λ
六

三

九

、
0
0
0

三
、
O
七
六

五

二

、

ご

三

八

一

一

、

O
九
二

一二
、
五
六
六

六

月

二

、
一ニ
O
三

二

=

、

四

五

五

三

、

九

四

O

各
勘
定
何
れ
も
相
当
顕
著
な
増
加
の
傾
向
を
看
取
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
桐
し
、
こ
の
間
預

月

末

月

四

月月
指

定

預

金

制

度

の

検

問

金
、
掛
金
も
一
般
的
に
相
当
な
増
加
傾
向
を
辿
っ
て
い
る
の
で
、
右
の
勘
定
耐
の
勤
、
宮
の
み

で
は
指
定
預
金
の
運
用
状
況
を
把
握
す
る
に
な
お
充
分
で
な
い
。
然
し
て
概
し
て
云
え
ば
預

託
金
の
相
当
部
分
は
イ
ン
タ
ー
パ
ン
ク
預
金
或
い
は
コ
ー
ル
放
出
に
向
け
ら
れ
、
こ
れ
ら
を

経
由
し
て
資
金
は
大
銀
行
の
日
銀
借
入
返
済
等
に
流
れ
て
い
る
点
が
看
取
さ
れ
る
。
割
引
手

形
の
増
加
状
況
も
あ
る
韓
度
伸
張
し
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
、
預
託
に
応
じ
て
割
引
の
枠

を
臨
時
に
拡
張
し
て
い
る
如
、8
取
扱
も
印
刷
わ
れ
る
が
然
し
全
般
と
し
て
み
れ
ば
預
託
金
の
運

用
が
効
果
を
あ
げ
て
い
る
も
の
と
は
な
お
認
め
難
い
。

例

信

用

金

陣

信
用
金
庫
の
場
合
に
は
預
託
金
は
全
信
速
を
通
じ
て
そ
の
傘
下
の
門
信
用
金
庫
の
一
定
規
模

以
上
の
も
の
に
分
散
配
分
さ
れ
て
い
る
が
、
全
国
信
用
金
庫
勘
定
に
つ
い
て
関
係
諸
勘
定
の

勤
き
を
み
る
と
左
の
如
〈
、

月

末

預

金

一
六
、
五
七

O
百
万
円

二

O
、
三
二
七

一
七
、
九
七
四

一
九
、
四
回

O

二
五
、
七
七
四

ケ

月

四

月

五

月

-' . ノ、

月

金

銭

信

託

四
、
六
六
二
百
万
円

凶
、
七
五
阿

五
、
王

O
八

五
、
八
三
七

六
、
七
一
一
一

割

引

手

形

七
、
九
O
二
百
万
円

八
、
四
七

O

九
、
四
五
九

一
O
二
一
入
五

一
一
二
四
六

各
勘
定
何
れ
も
顕
著
な
増
加
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
、
略
々
相
互
銀
行
の
場
合
と
同
じ
傾
向
に

あ
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
但
し
相
互
銀
行
の
場
合
と
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
コ

ー
ル
放
出

に
代
え
て
金
銭
信
託
が
顕
著
な
増
加
状
況
を
辿
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

料
商
工
組
合
中
央
金
陣

商
工
組
合
中
央
金
陣
に
つ
い
て
関
係
諸
制
定
の
動
会
を
み
る
と
左
の
如
〈
、

月

末

コ
ー
ル
ロ

I
ン

一
一
、
六
回

O
百
万
円

四
二
九

月

四

て
九
四
五

二
、
五
五
六

二
、
五
九
七

月

五

月

...L. 
J、

月

割

引

手

形

-
一、
三

O
六
百
万
円

二
、
四
回

O

一
一
、
四
七
一

=
、
六
七
=

二
、
八

O
四五二一一一

借

入

金

二
、
四
六
七
百
万
円

二
、
九
二
五

て
四
七
七

六
O
四

七

一
回



呈ι
百摘

説
〈
そ
の

財

政

一、、J

七

二
、
二
四
三
百
万
円

九
一

O
百
万
円

月

二
、
九
二
五
百
万
円

割
引
手
形
の
増
加
は
小
額
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
コ

1
ル
放
出
或
い
は
借
入
金
の
返
済
が
顕
著
で

あ
り
、
預
託
金
は
概
ね
そ
の
両
者
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
こ
れ
は
商
工
中

金
へ
の
預
託
金
が
当
初
、
五
、
六
、
七
、
八
の
四
カ
月
に
一
回
一
っ
て
各
七
億
円
づ
っ
引
揚
げ
ら
れ

る
予
定
で
あ
っ
た
点
な
ど
が
反
映
し
て
い
る
も
の
と
恩
わ
れ
る
が
、
何
れ
に
せ
よ
、
預
託
金
の

運
用
は
消
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
。

中
小
企
業
金
融
円
滑
化
の
た
め
の
政
府
指
定
預
金
の
運
用
状
況
は
概
ね
右
の
如
く
、
預
託
の

目
的
に
沿
う
運
用
も
認
め
ら
れ
な
い
で
は
な
い
が
全
体
と
し
て
は
コ
ー
ル
市
場
へ
の
放
出
、
金

銭
信
託
へ
の
運
用
、
関
係
金
融
機
関
へ
の
預
託
、
日
銀
借
入
金
の
返
済
等
の
傾
向
が
強
〈
、
利

鞘
か
せ
ぎ
に
止
ま
っ
た
面
が
少
く
な
い
。

こ
れ
に
は
二
十
七
年
上
則
の
金
融
の
基
調
が
、
信
用
拡
張
に
消
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
と
共

に
、
政
府
預
託
の
条
件
に
於
い
て
も
預
託
則
聞
が
当
初
比
較
的
短
か
〈
定
め
ら
れ
、
後
に
な
っ

て
引
揚
が
延
長
さ
れ
た
点
な
ど
も
影
響
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
の
点
八
月
の
預
入

に
よ
っ
て
被
来
の
預
託
分
を
含
め
て
引
揚
則
限
が
明
年
三
月
の
年
度
末
ま
で
延
長
さ
れ
た
こ
と

が
、
今
後
そ
の
運
用
に
い
か
に
反
映
し
て
行
く
か
が
注
目
さ
れ
る
。
然
し
と
も
角
従
来
の
笑
掛

か
ら
み
て
中
小
企
業
金
融
円
滑
化
の
た
め
の
預
託
が
必
ら
ず
し
も
充
分
の
効
果
を
収
め
て
い
な

い
点
、
説
び
に
預
託
金
の
性
質
上
預
託
を
受
け
る
金
融
機
関
と
し
て
も
引
揚
の
際
の
資
金
総
り

を
考
臆
す
れ
ば
そ
の
迎
用
に
限
界
を
感
ぜ
ざ
る
を
符
ず
、
従
っ
て
脳
極
的
な
運
用
に
大
き
な
期

待
を
懸
け
る
こ
と
は
事
実
上
困
難
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

財
政
資
金
支
出
上
の
繋
ぎ
措
世
と
し
て
の
預
託

=
十
六
年
度
末
よ
り
、
二
十
七
年
度
当
初
に
か
け
て
行
わ
れ
た
金
融
債
引
受
の
為
の
政
府
資

金
の
預
託
、
或
い
は
食
管
の
金
繰
り
の
た
め
川
崎
中
等
に
な
さ
れ
た
預
託
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
は
特
殊
な
経
緯
に
よ
り
予
算
実
施
の
関
係
上
止
む
を
得
ず
と
ら
れ
た
繋
ゲ
措
置
で
あ
っ
て

特
に
間
.
砲
は
認
め
ら
れ
な
い
。

付
特
定
金
融
疏
通
の
た
め
の
預
託

二
十
七
年
三
月
以
降
行
わ
れ
た
麦
の
蒐
荷
資
金
及
び
肥
料
の
滞
術
引
取
資
金
融
資
の
た
め
の

政
府
貸
金
の
預
託
、
酒
造
会
社
に
対
す
る
納
税
融
資
の
た
め
の
預
託
等
の
外
、
二
十
五
|
六
年
当

時
の
預
金
部
か
ら
の
公
団
滞
貨
等
処
叫
-
の
た
め
の
預
託
な
ど
も
こ
の
随
時
に
属
し
て
い
る
。
か

伺

五
二
四

か
る
種
類
の
政
府
資
金
の
預
託
は
預
託
と
は
云
え
、
む
し
ろ
間
接
融
資
と
云
っ
た
方
が
適
当
で

あ
り
、
そ
の
意
味
に
於
い
て
一
般
的
金
詰
り
緩
和
等
の
た
め
の
預
託
に
比
し
資
金
の
流
れ
も
明

確
で
あ
り
、
相
応
の
効
果
が
期
待
さ
れ
る
。
然
し
そ
の
反
面
、
か
か
る
措
置
は
財
政
面
の
余
裕

金
を

一
時
的
に
金
融
面
に
還
元
す
る
如
含
調
整
の
段
階
を
越
え
て
、
む
し
ろ
金
融
の
一
部
而
を

財
政
資
金
を
以
て
代
行
し
て
い
る
も
の
と
見
る
べ
き
で
る
り
、
而
も
そ
こ
に
政
府
の
政
策
的
考

躍
が
濃
厚
に
含
ま
れ
る
点
会
看
過
す
べ
き
で
な
い
。
尤
も
政
府
の
政
策
的
考
慮
と
い
う
場
合
、

一
概
に
排
斥
し
難
い
事
情
も
官
見
ら
れ
な
い
で
は
な
い
。
例
え
ば
麦
の
統
制
撤
廃
後
の
蒐
荷
機
構

の
変
化
、
特
に
そ
の
聞
の
経
過
的
な
措
置
の
必
要
性
、
或
い
は
化
学
肥
料
の
需
給
調
整
、
特
に

海
外
肥
料
市
況
の
変
動
に
応
ず
る
応
急
措
置
の
必
要
性
等
は
相
当
の
考
慮
を
払
う
べ
き
問
題
で

あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
然
し
予
算
上
の
制
約
を
受
け
な
い
余
裕
金
を
以
て
政
策
的
考
胞
に
よ

る
金
融
措
置
に
深
入
り
す
る
こ
と
の
可
否
は
そ
れ
自
体
疑
問
で
あ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
預
金
部
に
よ
る
預
託
に
つ
い
て
は
右
の
難
点
は
ご
め
免
れ
、
金
融
機
関
と
し
て

の
預
金
部
の
間
接
融
資
と
し
て
一
般
の
政
府
資
金
預
託
よ
り
も
形
式
上
ス
ツ
キ
リ
し
て
い
る
点

も
認
め
ら
れ
る
。
然
し
同
時
に
預
託
金
の
引
揚
の
不
円
滑
、
換
言
す
れ
ば
間
接
融
資
の
回
収
の

困
難
を
考
慮
す
れ
ば
、
矢
強
り
政
策
的
動
機
の
強
い
預
託
は
出
来
得
る
限
り
避
け
る
べ
き
こ
と

は
云
う
迄
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
二
十
五
|
六
年
当
時
の
公
団
の
滞
貨
処
理
等
の
た
め
の
預
金
部

資
金
の
預
託
等
も
そ
れ
が
後
に
一
般
金
融
に
吸
収
さ
れ
て
そ
の
間
絡
別
の
問
題
を
残
さ
な
か
っ

た
の
は
朝
鮮
動
乱
後
の

一
時
的
な
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
傾
向
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

ぴ

政
府
指
定
預
金
は
昭
和
二
十
四
年
三
月
実
施
さ
れ
て
か
ら
、
現
在
ま
で
、
そ
の
間
若
干
断
続

は
あ
っ
た
が
、
略
々
三
年
半
に
及
ん
で
居
り
、
更
に
現
在
預
託
中
の
四
二
七
億
円
も
そ
の
相
当

部
分
は
明
年
三
月
末
ま
で
預
託
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
か
く
し
て
本
措
置
は
趨
均
衡
財

政
下
の
財
政
金
融
面
の
訓
盤
措
置
と
し
て
実
際
的
に
は
寡
か
ら
ざ
る
ウ
エ
イ
ト
を
帯
び
て
来
て

い
る
。

む

す
又
預
託
の
方
針
も
当
初
の
方
針
と
最
近
の
そ
れ
と
の
聞
に
は
相
当
な
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。

而
し
て
こ
の
よ
う
な
指
定
預
金
の
勤
含
に
対
し
て
こ
れ
に
積
極
的
な
意
義
を
認
め
よ
う
と
す
る

見
解
も
窺
わ
れ
な
い
で
は
な
い
。



持
続
し
以
上
に
検
討
を
加
え
て
来
た
如
く
、

指
定
預
金
の
効
果
は
実
質
的
に
は
左
程
の
も
の
で

は
な
〈
、
又
仮
に
当
面
そ
の
効
果
が
制
度
の
改
正
に
よ
り
幾
分
の
伸
張
を
期
待
し
得
る
も
の
と

し
て
も
財
政
金
融
の
基
本
的
関
係
に
つ
い
て
は
む
し
ろ
根
本
的
な
問
題
点
を
含
ん
で
い
る
点
が

看
過
出
来
な
い
。
即
ち

唱

i

指
定
預
金
の
背
景
と
な
る
国
庫
金
の
余
裕
は
そ
れ
が
数
年
に
一
回
一
り
累
加
す
る
状
態
に
あ
っ

て
は
、
従
来
の
経
過
の
一
択
す
如
〈
、
金
融
商
に
過
大
な
負
担
を
及
ぼ
し
、
事
業
会
社
~
市
中

金
融
機
関
の
借
入
過
多
を
班
す
こ
と
が
避
け
ら
れ
ず
、
か
か
る
環
境
の
下
で
は
信
用
調
節
は

実
際
上
箇
難
化
せ
ざ
る
を
符
な
い
。

指
定
預
金
の
預
託
は
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
て
表
面

上
金
融
を
緩
和
す
る
意
味
で
欲
迎
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
も
と
も
と
財
政
と
金
融

と
の
妥
当
な
ら
ざ
る
関
係
を
前
提
と
し
た
訓
鞍
描
世
で
あ
っ
て
、
か
か
る
措
置
の
黒
松
は
金

融
を
益
々
不
健
全
に
し
て
行
〈
の
に
外
な
ら
な
い
点
を
直
視
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ω
現
症
の
日
銀
の
信
用
政
策
は
、
現
在
の
金
融
情
勢
特
に
各
銀
行
聞
の
預
金
貸
出
の
ア
ン

バ
ラ
ン
ス
に
鑑
み
基
準
的
な
金
利
の
上
に
高
率
適
用
描
躍
を
加
え
て
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、

指
定
預
金
の
預
託
引
揚
は
金
融
の
性
質
上
コ
l

ル
市
場
等
を
介
し
て
結
局
右
の
高
率
適
用
を

大
幅
に
動
か
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
か
く
し
て

一
行
の
過
大
な
借
入
も
指
定
預
金
の
預
託
に
際

し
、
他
の
数
行
の
預
託
金
を
吸
収
し
て
一
時
に
消
識
し
引
拐
に
際
し
て
は
逆
に
大
幅
に
膨
脹

す
る
等
、
金
融
の
調
節
は
、
本
来
の
中
央
銀
行
の
信
用
操
作
に
加
え
て
動
か
さ
れ
て
行
ぐ
こ

と
と
な
る
。
従
っ
て
指
定
預
金
の
預
託
は
国
庫
の
資
金
引
揚
の
自
己
調
節
と
い
う
操
作
を
越

え
て
金
融
調
節
面
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
行
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。

ω
国
庫
金
の
推
移
の
項
に
於
て
触
れ
た
如
く
、
現
在
の
国
庫
余
裕
金
は
他
面
に
於
い
で
政
府

が
相
当
額
の
対
日
銀
短
期
債
務
を
擁
し
乍
ら
保
有
し
て
い
る
余
裕
金
で
あ
り
、
こ
れ
を
国
陣

内
部
で
調
達
す
る
と
す
れ
ば
指
定
預
金
預
託
の
余
裕
は
殆
ん
ど
失
わ
れ
る
状
況
と
な
っ
て
い

る。
従
っ
て
指
定
預
金
は
換
言
す
れ
ば
、
政
府
が
日
本
銀
行
か
ら
短
期
借
入
を
受
け
て
こ
れ
を

市
中
金
融
機
関
に
預
託
し
、
以
て
市
中
の
日
銀
借
入
会
返
済
せ
し
め
て
い
る
の
に
等
し
い
関

係
と
な
っ
て
い
る
。
と
の
点
は
資
金
操
作
上
訟
に
変
則
的
な
感
を
免
れ
な
い
が
、
見
方
を
変

え
れ
ば
そ
れ
は
一
種
の
所
制
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
形
式
的
解
消
措
置
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で

あ
っ
て
、
こ
の
辺
に
こ
の
制
度
が
当
面
止
む
を
得
な
い
も
の
と
さ
れ
る
大
き
な
理
由
が
存
し

指

定

預

金

制

度

の

検

討

て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
然
し
こ
の
点
は

ωの
点
に
も
関
連
し
て
矢
張
り
政
府
と
日

銀
と
市
中
と
の
間
の
資
金
関
係
が
正
常
な
も
の
で
な
い
こ
と
宏
示
し
て
い
る
点
を
率
直
に
認

む
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
に
指
摘
し
た
如
く
、
本
制
度
は
幾
つ
か
の
根
本
的
な
問
題
点
を
持
っ
て
い
る
が
、
そ
の

中
心
は
結
局
実
質
的
な
超
均
衡
財
政
の
数
年
間
の
連
続
と
い
う
本
措
置
の
背
景
が
我
国
経
済
に

於
い
て
、
特
に
金
融
の
側
面
か
ら
み
て
妥
当
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
点
に
帰
着
す
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る

0
.

財
政
而
の
引
場
超
過
、
金
融
商
の
信
用
拡
張
と
い
う
措
置
が
所
謂
財
政
金
制
の
-

体
的
運
営
と
し
て
、
イ
ン
フ
レ

ー
シ
ョ
ン
収
束
後
の
資
本
蓄
積
に
果
し
た
役
割
は
研
く
併
価
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
効
果
の
反
面
金
融
耐
に
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
の
傾
向
を
激
し
〈
し
、

信
用
政
策
を
蜘
押
せ
し
め
る
傾
き
の
あ
っ
た
こ
と
も
亦
否
定
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。

右
の
如
く
実
質
的
な
趨
均
衡
財
政
の
連
続
と
い
う
財
政
の
基
調
は
金
融
面
か
ら
ば
検
討
を
加

う
ぺ
含
段
階
に
達
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
こ
の
点
を
瞥
ら
〈
描
〈
と
し
て
も
現
在
の
如

〈
、
財
政
が
一
万
に
於
い
て
中
央
銀
行
短
期
借
入
を
受
け
て
他
方
に
市
中
に
短
期
資
金
会
供
給

し
て
い
る
如
雪
措
置
が
妥
当
で
あ
る
か
否
か
は
別
に
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
v
こ
の
よ
う
な
描

置
が
一
応
金
融
を
緩
め
所
謂
オ
ー
バ
ー
ロ
ー
ン
を
是
正
し
て
い
る
如
き
外
観
を
呈
す
る
と
し
て

も
、
そ
れ
は
財
政
と
金
融
と
の
本
来
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
極
め
て
奇
妙
な
現
象
で
あ
る
と
云
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
財
政
木
来
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
政
府
資
金
は
各
会
計
全
体
と
し
て
有

無
相
通
じ
て
賄
わ
る
べ
会
で
あ
り
、
そ
の
後
の
ネ
ッ
ト
の
過
不
足
が
金
融
面
K
現
れ
て
来
る
ベ

含
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
有
の
如
&
c
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
本
文
に
於
て
述
べ
た
如
〈
、
現
在

の
財
政
の
余
裕
金
は
箸
減
し
指
定
預
金
を
行
う
余
地
は
な
く
な
る
こ
と
L
な
ろ
う
。
従
っ
て
日

銀
貸
出
は
そ
の
分
だ
け
増
加
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
L
な
り
、
現
在
の
高
率
適
用
制
度
も
そ
の

場
合
の
短
期
金
融
の
調
節
に
過
し
て
い
る
か
杏
か
検
討
を
加
え
る
必
要
も
考
慮
さ
れ
る
。
又
右

の
如
き
現
状
か
ら
吏
に
進
ん
で
財
政
が
ネ
ッ
ト
の
資
金
状
態
に
於
て
も
余
裕
を
生
ず
る
如
含
場

合
に
は
指
定
預
金
制
度
を
通
ず
る
資
金
の
市
中
還
元
の
方
途
も
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
。
然

し
同
時
金
が
中
火
銀
行
に
預
託
さ
れ
て
い
る
以
上
、
中
央
銀
行
と
し
て
は
矢
強
り
財
政
収
支
の

披
動
に
伴
な
っ
て
金
融
面
の
繁
闘
を
制
節
し
、
財
政
の
異
常
な
楊
超
傾
向
に
応
ず
る
信
用
政
策

の
迎
営
を
行
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
に
は
高
率
適
用
制
度
に
も
更
に
検
討
の
余
地
が
加

わ
る
も
の
と
見
ら
れ
よ
う
。

五
二
五
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説
〈
そ
の

財

政

一、、J

指
定
預
金
制
度
は
以
上
に
述
べ

た
如
く
、
単
に
当
面
の
便
宜
、
或
い
は
外
観
に
捉
わ
れ
る
こ

と
な
く
、
短
期
金
融
の
正
常
な
在
り
方
に
則
し
て
検
討
さ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ

の
点
今
後
の
問
題
と
し
て
も
若
干
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
傾
き
が
認
め
ら
れ
る
。
即
ち
今
後
の

財
政
の
基
調
を
考
え
る
場
合
、
そ
れ
が
い
か
な
る
動
き
を
と
る
か
は
軽
々
に
判
断
は
許
さ
れ
な

い
が
、
最
近
の
情
勢
か
ら
す
れ
ば
少
く
と
も
従
来
の
財
政
の
超
均
衡
性
が
継
続
す
る
も
の
と
は

見
倣
し
難
い
。
か
く
し
て
国
陣
金
の
余
裕
は
漸
次
低
下
し
て
行
く
と
と
と
見
込
ま
れ
る
の
に
対

し
て
、
一
方
指
定
預
金
の
動
き
を
見
れ
ば
、
国
庫
に
余
裕
の
累
積
し
始
め
た
頃
慎
重
で
あ
っ
た

預
託
方
針
が
、
今
や
余
裕
の
市
立
わ
れ
始
め
よ
う
と
す
る
に
至
っ
て
積
極
的

E
つ
鞘
々
恋
意
的
と

な
り
、
こ
れ
に
益
々
多
ぐ
を
朋
符
し
よ
う
と
す
る
気
配
の
存
す
る
ζ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
或
い

は
把
密
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
激
し
い
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
そ
の
急
激
な
収
束
を
経
た

後
に
酪
成
さ
れ
た
金
融
而
の
錯
純
し
た
様
相
か
ら
み
れ
ば
、
そ
の
憂
い
も
絶
無
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。
(
大
底
、
酒
井
)

昭
和
二
十
八
年
度
予
算
の
特
色
と
問
題
点

|

|
特
に
金
融
へ
の
影
響
を
中
心
に
ー
ー

昭
和
お

・
8
・
l

目

次

ま

え

が

き

て
本
予
算
の

一
般
的
性
物

ω
・
本
予
算
成
立
ま
で
の
経
緯

問
実
質
的
予
郡
規
模
と
同
民
所
得

間
本
年
度
予
釦
収
支
抗
の
特
色

一
.、
歳
出
予
算
の
内
容
分
析

ω
一
般
会
計
蔵
出
予
算
の
特
徴
と
そ
の
消
費
的
性
特

間
民
間
及
び
政
府
事
業
に
対
す
る
投
融
資
の
特
色

ω
木
年
度
特
別
会
計
予
算
の
特
色

五
二
六

一-
1

歳
入
予
算
の
内
容
分
析

山
一
般
会
計
歳
入
予
算
の
概
要

凶
税
制
改
正
の
主
要
点
と
そ
の
意
義

四
、
本
年
度
予
算
の
金
融
に
対
す
る
影
響

ω
木
年
度
予
算
の
景
気
動
向
に
及
ぼ
す
影
響

ω
本
年
度
予
算
の
金
融
揺
和
効
果
の
検
討

ま

え

が

き

昭
和
二
十
八
年
度
予
算
案
は
、
自
由
、
改
進
、
分
自
三
党
に
よ
る
所
制
コ
-
一
派
共
同
修
正
」
を

加
え
ら
れ
、
七
月
三
十
一
円
修
正
・案
通
り
成
立
し
た
。
抑
々
二
十
八
年
度
予
算
災
が
圃
会
に
提

出
さ
れ
た
の
は
夙
に
}
月
=
十
九
日
に
遡
る
が
、
三
月
衆
議
院
解
散
に
伴
い
本
予
算
案
は
務
議

未
了
の
ま
ま
不
成
立
に
終
っ
た
。
次
い
で
総
選
挙
後
成
立
し
た
第
五
次
官
田
内
聞
は
省
不
成
立

予
算
案
を
原
則
的
に
踏
襲
し
、
六
月
十
三
日
政
府
原
案
を
今
次
第
十
六
国
会
に
提
出
し
た
が
、

政
府
与
党
勢
力
が
絶
対
多
数
を
占
め
え
な
か
っ
た
政
治
情
勢
の
下
に
.
改
進
党
を
中
心
と
す
る

保
守
三
党
の
修
正
案
を
大
幅
に
容
れ
て
協
調
を
図
る
こ
と
と
な
り
、
修
正
案
は
七
月
十
七
日
衆

議
院
を
、
同
三
十
一
日
参
議
院
を
夫
三
越
過
、
か
く
て
前
国
会
に
提
出
以
来
通
算
す
る
と
尖
に

半
年
に
亘
る
長
崎
日
を
経
て
漸
く
成
立
を
見
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
新
年
度
に
入

っ
て
か
ら
七
月
に
至
る
四
カ
月
聞
は
毎
月
暫
定
予
算
宏
以
て
繋
が
れ
て
き
た
が
、
暫
定
予
算
は

七
月
末
成
立
を
見
た
木
予
算
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。

本
予
算
は
従
来
の
均
衡
財
政
の
線
を
か
な
り
離
脱
し
た
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
財
政
政
策
の

方
向
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
を
援
す
る
点
が
少
く
な
い
が
、
以
下
経
済

一
般
特
に
金
融
へ
の

影
響
に
重
点
を
お
い
て
木
予
算
の
内
容
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

一
、
本
予
算
の
一
般
的
性
裕

ω
本
予
知
成
立
ま
で
の
続
料

木
予
算
そ
の
も
の
の
検
耐
に
入
る
に
先
立
っ
て
、
成
立
ま
で
の
順
序
に
従
い
前
国
会
提
出
の

不
成
立
予
算
梨
、
今
次
回
会
提
山
の
政
府
原
架
及
び
修
正
案
〈
成
立
予
訴
〉
を
比
較
検
肘
ナ
れ
ば

次
の
畑
〈
で
あ
る
が
、
そ
の
変
遜
の
中
に
も
本
年
度
予
算
に
含
ま
れ
て
い
る
特
色
の
打
出
さ
れ

た
過
程
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。


